
 

新規公開株式の契約締結前交付書面 

（この書面は、金融商品取引法第３７条の３の規定によりお渡しするものです。） 

 

２０２５年６月 

岡 三 証 券 株 式 会 社  

岡三オンライン証券カンパニー 

 

この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式（以下「新規公開株式」といいます。） 

のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。予めよくお読みいた

だき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 

 

○ 新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 

○ 新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、

株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失

が生じる恐れがありますのでご注意ください。 

 

 

手数料など諸費用について 

・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 

 

金融商品市場における相場その他の指標に係る変動などにより損失が生じる恐れがあります 

・ 新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価

格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。 

・ 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される（できる）

旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上

場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入

金額を下回ることによって損失が生じる恐れがあります。 

 

有価証券の発行者等の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じる恐れがあります 

・ 新規公開株式の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の

新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じる恐れがあります。 

・ 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される（できる）

旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変

化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価

額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じる恐れがあります。 

 

新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 

・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定の適用はありません。 

 



 

新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要 

当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。 

・新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 

・新規公開株式の売出し 

 

金融商品取引契約に関する租税の概要 

新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。 

なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。 

 

個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。 

・上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税

の対象となります。 

・上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。 

・上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等（特定公社債等を含みます。）の利子、配当、

及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適

用を受けることができます。 

 

法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。 

・上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額

に算入されます。 

 

なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合わせください。 

 

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第２８条第１項の規定に基づく第一種金

融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下

によります。 

・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 

・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、予め当該ご注文に係る代金の全部をお

預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 

・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係

る代金をお預けいただきます。 

・ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、

当社から「取引報告書」が交付されます。 

・万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社のコンタクトセンターへ直接ご連絡

ください。 

 

 

 

 



 

当社の概要 

商 号 等 岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー 

         金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第５３号 

本 店 所 在 地 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町２－２－１ 

加 入 協 会 日本証券業協会 

一般社団法人 日本投資顧問業協会 

一般社団法人 金融先物取引業協会 

         一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

※ 金融ＡＤＲ制度の詳細及び連絡先等については、当社Ｗｅｂサイトをご確認ください。 

資 本 金 ５０億円（２０２５年３月３１日現在） 

主 な 事 業 金融商品取引業 

設 立 年 月 ２００３年４月 

連 絡 先 岡三オンラインコンタクトセンター 

（ご意見・苦情等窓口）  電話番号：０１２０‐１４６‐８９０（携帯からは０３‐６３８６‐４４７３） 

受付時間：月～金 ８：００から１７：００（年末年始及び祝日を除く） 

 

 

その他留意事項 

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語

により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ

（http://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html）でご確認いただけます。 

 

以 上 



2025年６月

（第１回訂正分）

株式会社エータイ
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ブックビルディング方式による募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い、金融商

品取引法第７条第１項により有価証券届出書の訂正届出書を2025年６月10日に関東財務局長に提出しておりますが、

その届出の効力は生じておりません。

○　新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

　2025年５月23日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集204,000

株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し1,410,600株（引受人の買取引受による売出し1,200,000株・

オーバーアロットメントによる売出し210,600株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を、

2025年６月９日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項並びに「第四部　株式公開情報　第

２　第三者割当等の概況　２　取得者の概況」及び「第四部　株式公開情報　第３　株主の状況」の記載内容の一部を

訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正

いたします。

○　訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には＿＿＿罫を付し、ゴシック体で表記しております。

第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

＜欄外注記の訂正＞

３　「第１　募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２　売出要項」の「１　売出株式

（引受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の

引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出し

を追加的に行う場合があります。

　　なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項」の「３　売出株式（オーバーア

ロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下

さい。

４　本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、そ

の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さ

い。

（注）３の全文削除及び４、５の番号変更

２【募集の方法】

　2025年６月18日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結す

る予定の後記「４　株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下、「第１　募集要項」において「引受人」とい

う。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。

　引受価額は発行価額（2025年６月９日開催の取締役会において決定された払込金額（1,258円）と同額）以上の価

額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受

人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。（略）

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「150,960,000」を「152,490,000」に訂正

「計（総発行株式）」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「150,960,000」を「152,490,000」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

３　発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。

４　資本組入額の総額は、増加する資本金の額であります。発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎

として、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金増加額の２分の１相当額とする予定であり、仮条

件（1,480円～1,510円）の平均価格（1,495円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出

した見込額であります。

５　仮条件（1,480円～1,510円）の平均価格（1,495円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込

額）は304,980,000円となります。
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３【募集の条件】

（２）【ブックビルディング方式】

＜欄内の数値の訂正＞

「発行価額（円）」の欄：「未定（注）２」を「1,258」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

１　発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は1,480円以上1,510円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社と

の比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状

況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を

総合的に検討して決定いたしました。

なお、当該仮条件は変更されることがあります。

仮条件を変更する場合には有価証券届出書の訂正届出書を提出したうえで、変更後の仮条件により改め

て需要の申告を受付けることとなり、以降の日程についても変更される可能性があります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定

日（2025年６月18日）に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、

機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２　前記「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額（1,258円）と発行価格等決定日に決定する

予定の発行価格及び引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、

発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

８　引受価額が発行価額（1,258円）を下回る場合は株式の募集を中止いたします。

４【株式の引受け】

＜欄外注記の訂正＞

上記引受人と発行価格等決定日（2025年６月18日）に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約

の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。

（注）１の全文及び２の番号削除

５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

＜欄内の数値の訂正＞

「払込金額の総額（円）」の欄：「301,920,000」を「304,980,000」に訂正

「差引手取概算額（円）」の欄：「293,920,000」を「296,980,000」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

１　払込金額の総額は、引受価額の総額であり、仮条件（1,480円～1,510円）の平均価格（1,495円）を基

礎として算出した見込額であります。2025年６月９日開催の取締役会で決定された会社法第199条第１

項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。

（２）【手取金の使途】

　上記の手取概算額296,980千円については、永代供養墓の建立に係る石材費や工事費といった建立費用に充

当する予定であります。当社は今後の成長をより加速するために既存展開エリアや主要都市を中心としたエリ

ア開発を重点的に進めており、その基礎となる永代供養墓の建立が必須であるため、調達資金をこれらの目的

に充当いたします。そのため、2026年８月期において100,000千円、2027年８月期において196,980千円を充当

する予定であります。

また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま

す。
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取得者の氏名又は
名称

取得者の住所
取得者の職業及び
事業の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会
社との関係

細矢　祐輔 － 会社役員 2,500
3,290,000

(1,316)

特別利害関係者等

（当社の監査役）

当社従業員17名 － 会社員 12,500
16,450,000

（1,316）
当社の従業員

第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「1,776,000,000」を「1,794,000,000」に訂正

「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「1,776,000,000」を「1,794,000,000」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

４　売出価額の総額は、仮条件（1,480円～1,510円）の平均価格（1,495円）で算出した見込額であります。

３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「311,688,000」を「314,847,000」に訂正

「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「311,688,000」を「314,847,000」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

５　売出価額の総額は、仮条件（1,480円～1,510円）の平均価格（1,495円）で算出した見込額であります。

第四部【株式公開情報】

第２【第三者割当等の概況】

２【取得者の概況】

新株予約権④

2024年４月15日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行

＜欄外注記の訂正＞

２．2025年５月15日の当社取締役会で、2025年５月31日付で退職事由に基づき、当社従業員１名、250株の新株予

約権の取得を行うこと、並びに2025年６月26日を効力発生日とする取得した自己新株予約権の消却を行うこと

を決議いたしました。当該決議に基づき、2025年５月31日付で退職事由に基づき、当社従業員１名、250株の

新株予約権を無償で取得いたしましたので、上表から除いております。
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氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

株式（自己株式を
除く。）の総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（省略）

田中　佑治（注）７． －
11,750

(11,750)

0.29

(0.29)

－（注）10． －
6,000

(6,000)

0.15

(0.15)

株式会社エータイ（注）12． 東京都千代田区神田錦町三丁目21番地
5,250

(5,250)

0.13

(0.13)

（省略）

所有株式数250株の株主６名

（注）10．
－

1,500

(1,500)

0.04

(0.04)

計 －
4,111,500

(111,500)

100.00

(2.71)

第３【株主の状況】

＜欄外注記の訂正＞

12. 2025年５月15日の当社取締役会で、2025年５月31日付で退職及び業務委託契約終了事由に基づき、当社の元取締

役及び従業員の合計２名、5,250株の新株予約権の取得を行うこと、並びに2025年６月26日を効力発生日とする

取得した自己新株予約権の消却を行うことを決議いたしました。当該決議に基づき、2025年５月31日付で退職及

び業務委託契約終了事由に基づき、当社の元取締役及び従業員の合計２名、5,250株の新株予約権を無償で取得

いたしました。
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1.			　この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式
256,632千円（見込額）の募集及び株式1,776,000千円（見込額）
の売出し（引受人の買取引受による売出し）並びに株式311,688
千円（見込額）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
については、当社は金融商品取引法第５条により有価証券届出書
を2025年５月23日に関東財務局長に提出しておりますが、その
届出の効力は生じておりません。

	 		　したがって、募集の発行価格及び売出しの売出価格等について
は今後訂正が行われます。

	 　なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。
2.			　この届出目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている
内容のうち、「第三部　特別情報」を除いた内容と同一のものであ
ります。



東京都千代田区神田錦町三丁目21番地

新株式発行並びに株式売出届出目論見書

株式会社エータイ



　本ページ及びこれに続く写真・図表等は、当社の概況等を要約・作成したものであります。
　詳細は、本文の該当ページをご参照ください。

経営方針

　少子高齢化や核家族化、供養に対する意識の変化により、
墓地を承継する親族がいない、または遠方に住んでいて承
継が難しいケースが増えています。そのため、墓地の維持や
費用負担が困難となる傾向があります。
　また、新たに墓地利用を希望するにも、同様の理由から判
断が難しい状況です。

　檀家離れや墓じまいの増加、新規利用者の減少により、寺
院や墓地運営の主な収入であるお布施や管理料は減少傾向
にあります。また、永代供養墓の運営に必要な資金の不足や、
継続運営への不安から、永代供養墓事業開始の判断が難し
いケースも見られます。

墓地の利用者（ユーザー）の課題 寺院の課題

社会的課題の解消

寺院

社会現状

少子高齢化

供養への
価値観変化

核家族化

多死社会の到来

遠方にある墓の管理

祭祀承継者の不在

檀家減少
経営悪化

（資金リソース不足）

親族の不在

お布施収入の減少

ユーザー

具体的な課題

企業理念

ビジョン

ミッション

「人と人のこころのつながりをサポートし、社会のこころを豊かにする」

「ポジティブな超高齢社会を創造する」

「みんなの未来を安心とワクワクで満たすサービスを提供する」

故人やご先祖を想い、手を合わせるという行為の中に、人と人とのこころのつながりがあり、人を想う
あたたかな気持ちがあります。当社は、そうした人と人を想うこころのつながりとしての葬送文化の
伝承をサポートすることで、人々の人生、ひいては社会のこころを豊かにします。

今後訪れると想定される超高齢社会をポジティブなものとするため、時代のニーズにあった当社の永
代供養墓を多くの寺院や利用者に提供し、今後の供養のあり方を先取りした新たな墓制供養のあり方
を積極的に提案します。

時代のニーズを踏まえた供養の形を追究し続け、寺院を通じて社会に安心感や満足感を永代に提供し
続けられるよう、寺院を拠点として故人を含めた人と人とがつながる「場」を提供します。

当社は、「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」独自の永代供養墓やその運営方法で、
墓地利用者や寺院が抱える課題を解消します。



　当社は、永代供養墓の企画・建立・運営・販売代行に関して寺院をフルサポートし、寺院と墓地の利用者
（ユーザー）をつなぐ寺院コンサルティング事業を運営しております。具体的には、永代供養墓募集代行業
務、その他の業務であり、これらを包括して寺院へ提供し、寺院の財務基盤の強化に貢献することで、その
対価として手数料を収受する事業を展開しております。
　永代供養墓募集代行業務においては、当社の資金で利用者の集客や契約手続き、納骨、日々の墓域の清
掃等のメンテナンスといった業務をフルサポートで行っております。
　加えて、その他の業務では、寺院への集客提案等の各種ソリューションとして、寺院イベントの企画運
営や、永代供養墓利用者の供養祭の企画運営等を行っております。また永代供養墓募集代行の関連業務と
して、永代供養墓の申込者、当社提携寺院の檀家の方を中心とした葬儀申込の受付、葬儀施行や回忌供養
の取次等や既存のお墓の撤去・処分（墓じまい）及び移動（改葬）のサービスも行っております。
　なお、当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであります。

事業の内容

　永代供養墓とは、墓地の利用者に後継者がいなくても寺院が永代に渡り供養・管理を行う墓地でありま
す。従来の伝統的な墓地の場合は墓地の利用者による管理及びその費用負担、墓地の承継者を必要とする
のに対し、永代供養墓はこれらが不要であることが一般的であります。

永代供養墓とは

募集代行契約

寺院 ユーザー

資料請求・
永代供養墓申込

永代供養墓
企画・建立・運営

供養・戒名・葬儀

永代供養墓使用

広告宣伝・案内・
契約・納骨

エータイとは

エータイの収益構造

提携寺院

企画・建立

広告宣伝

販売

メンテナンス

納骨

供養
分配精算

委託 提供

エータイ

 全額負担※

で受託業務を遂行
※建立費、広告宣伝費、メンテナン

ス費、これら業務及び販売に関わ
る人件費

募集代行手数料の受領

収納代行

ユーザー

成約額



①利用者に対して
　当社の永代供養墓は、墓地の利用者に後継者がいなくても寺院が永代に渡り供養・管理を行うだけでなく、そ
の管理費を必要としないほか、過去の宗旨宗派を問わず、デザイン性のある様々な種類をそろえております。
②寺院に対して
　永代供養墓の運営に関する費用並びに業務を当社が全てフルサポートするスキームを提供しています。具体的
には、永代供養墓の企画・建立に関する費用、永代供養墓に係る利用者の募集における広告宣伝費、現地案内や成約
事務手続き、成約額の収納代行、納骨、契約保全及び永代供養墓域のメンテナンスにおける人件費及び諸経費と
いった費用面や業務をフルサポートするものです。また、多彩なラインアップから希望に合う永代供養墓を導入す
ることが可能であり、寺院が「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」永代供養墓運営スキームを提供しております。

当社の特⻑

　当社独自の手法により、旧来の石材業者の提供する伝統的なデザインとは異なるデザイン性の高い高
品質な永代供養墓を目指して企画提案、建立しています。

　粉砕したご遺骨を1ヵ所に共同で埋葬する葬送方法
であり、墓石の購入が不要なものであります。成約単
価は当社の永代供養墓の中では最も低廉なものとな
ります。

　個別安置でありながら集合型の永代供養墓である
ため、檀家制度に基づく一般的な墓地の利用と比較し
て低廉な成約単価で提供しております。

　屋外型の戸建てタイプの個室に納骨する葬送方法で
あり、一般的な墓地のように高級感のあるデザインの
永代供養墓です。一般墓地に代わる新しいお墓として
提案しており、最も高価な成約単価で提供しております。

　樹木や緑地スペースにご遺骨を埋葬する葬送方法
です。石材と比較して安価な樹木や植栽を主たる材料
として使用するため、合祀墓に次ぐ安価な成約単価で
提供しております。

合祀墓1

個別墓（マンションタイプ）2

個別墓（戸建てタイプ）3

樹木葬4

 デザイン性の高い多彩な永代供養墓

始めやすく、選びやすく、維持しやすい。

• 祭祀承継者は不要
• 様々なラインアップの
　永代供養墓
• 年間管理費不要※
• 過去の宗旨宗派不問

• 建立費用はエータイ負担
• 企画・建立から運営まで
　フルサポート

※納骨時の費用や戒名に係る
　お布施などの費用はかかります。



エータイが手間と費用（建立費／広告宣伝費／人件費）をかける

※2024年8月期 売上高2,613百万円（税込）を成約額3,266百万円で除した

高い手数料率を確保

高い利益率を確保

企画・建立

広告宣伝

販売

メンテナンス

納骨

供養

永代供養墓の運営 全額エータイ負担での受託業務遂行

1

エータイにおいてコスト効率化が可能2

エータイ80％※

21.3％

寺院20％

営業利益率 2024年8月期

 ワンストップフルサポート

■ 既存展開エリア
■ 新規提携済み－未開苑エリア
※2024年8月期末時点

※半径5km円
※ 　 2024年8月末時点 当社開苑寺院の一部所在地
【出典】国土地理院白地図を加工して作成

 ドミナント戦略
　効率的な提携寺院エリアの構築を通じて、集
客力を高め、収益性と費用効率を向上させるた
めのドミナント戦略を展開します。人口分析や
競合状況を基に、有望なエリアを選定し、墓地
需要予測と過去の販売実績を考慮して、提携す
べき寺院数を算出、寺院周辺地域に特化した
サービスとして墓地の利用者にとって「始めや
すく、選びやすく、維持しやすい」永代供養墓を
提供し、持続的な需要確保を目指します。

　当社は、寺院に対して、企画・建立から、広告、契約手続き対応並びに保全、墓域メンテナンスといった永
代供養墓の募集代行業務とそれに係る費用を負担するワンストップフルサポートを寺院に提供すること
で、寺院の費用や業務負担を軽減させることから、当社は高い手数料率を確保することが可能となります。
　また、当社は、これら業務をワンストップフルサポートで提供しているため、当社でのコスト効率化を
可能とします。

一乗院

眞乗寺

平等寺

大信寺

正光寺

どの寺院で
墓を買うか

カニバリゼーションを防ぐ効率的展開

※2024/8期 エータイ新規契約者住所データ実績

■同一市区町村
■同一都道府県
■他

51％38％

11％



 安定的な在庫供給と永代供養墓利用者の確保
　ドミナント戦略に基づいた積極的な開発を進めることで、永代供養墓に対するニーズに応えられる安
定的な供給体制を整えております。永代供養墓ニーズは、突発的に一気に高まるものでなく、当社の広告
宣伝活動により、地域内における永代供養墓や開苑寺院の認知度が徐々に広がることで、利用者（ユー
ザー）は着実に増加する傾向にあります。
　また、永代供養墓の購入が一種の終活として地域住民の中で恒常的に発生するニーズであり、毎年一定
数の方が必要とされる傾向があるために永代供養墓ニーズは⻑期的に継続していきます。このように、継
続的なニーズに応え、利用者が「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」永代供養墓を安定供給し、持続的
な需要確保を今後も目指します。

2020/8期 2021/8期 2022/8期 2023/8期 2024/8期

■～2020/8期開苑　■2021/8期開苑　■2022/8期開苑　■2023/8期開苑　■2024/8期開苑

2,551

361
400

678
154

0
500
1,000
1,500
2,000

3,000

4,000

2,500

3,500

4,500

増設による新規成約増

新規成約者数
（単位：組）

新規成約者数推移

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

区画数
（単位：基）

2022/8期

個別区画供給余力

2023/8期

34,002

14,833

2024/8期

永代供養墓の安定供給
※合祀区画（他の遺骨と同じ区画に埋蔵する）は除く

累計供給区画数累計販売区画数

成⻑戦略
成長機会の拡大を追い風に、当社の成長源泉である強みを最大限に活かし、さらなる成長を実現いたします。

1 寺院開発戦略

2 エリア戦略

3 ユーザー獲得戦略

成長機会の拡大

1 参入障壁の高さ

2 社会環境／
課題の変化

積極的な寺院開発により、永代供養墓への需要の高ま
りに応えられる安定的な供給数を確保

開苑寺院の新規成約者数は安定的に推移し、かつ新規
開苑寺院は開苑後に徐々に新規成約者が増加



 エリア戦略
　ドミナント戦略を前提に、主要都市を中心としたエリアへのアプローチ並びに、既存展開エリアでの営
業を強化することでドミナント戦略をさらに徹底し、さらなる高収益体質を目指します。

 ユーザー獲得戦略
　メディアミックス・現地常駐
スタッフ対応による顕在層の確
実な獲得と潜在層の掘り起こし
を実施し、永代供養墓利用者
（ユーザー）のさらなる確保を目
指します。

 寺院開発戦略
　寺院が属する業界においては、各宗旨宗派において⻑きにわたり維持してきた歴史や文化を重んじる
風潮にあり、寺院や住職の円滑なコミュニケーション、永代供養墓という新しい文化への理解促進といっ
たノウハウが必要とされます。
　当社は、取引障壁の高い寺院との提携を平易にするための営業活動として紹介営業を中心に実施し、提
携寺院数のさらなる確保を目指します。

既存展開エリアのアプローチ可能寺院数
（東京・埼玉・千葉・神奈川）

※　 2024年8月末時点　エータイ開苑寺院の一部所在地
【出典】国土地理院白地図を加工して作成

6,300寺院

（アプローチ条件）AI売上予想分析による見込成約額 ＞ 約40百万円/年
既存開苑寺院における年間平均成約額と同等のターゲットを抽出

既存エリア新規エリア

全国市区町村人口動態に基づく、
市区町村墳墓需要推定エリア分析エリア分析

寺院ターゲット選別寺院ターゲット選別

アプローチアプローチ

AI売上予想分析に基づく、基準充足寺院の選別

…

…
AIの活用

既存開苑寺院における売上実績、
住所、商圏人口等を学習

潜在層

顕在層

現地見学者

マス広告
……TVCM、新聞広告の展開

オンライン媒体
……自社HP、ポータルサイト
オフライン媒体
……新聞広告、折込

現地常駐スタッフによる
クロージング

チャネル

01 既存開苑寺院からの
紹介

石材店等の
取引先業者
からの紹介

顧問紹介サービスに
登録されている
人材人脈の活用

従業員人脈の
活用

チャネル

02
チャネル

03
チャネル

04



（注）1．  当社は、2021年4月2日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、第16期の期⾸に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり指標の推移を記載
しております。なお、第16期から第18期の数値については、和泉監査法人の監査を受けておりません。

2． 当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第18期の期⾸から適用しており、第18期以降に係る主要な経営指標等について
は、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

　 売上高
（単位：千円）

（単位：千円）

　 経常利益

　 当期（中間）純利益

（単位：円）

　 1株当たり純資産額

（単位：円）

　 1株当たり当期（中間）純利益

（単位：千円）

　 純資産額／総資産額

（単位：千円）

純資産額 総資産額
2,500,000

2,000,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

600,000

400,000

200,000

500,000

300,000

100,000

0

400,000

300,000

200,000

100,000

0 0
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4,000,000
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【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額

ブックビルディング方式による募集　　　　　　 256,632,000円

売出金額

（引受人の買取引受による売出し）

ブックビルディング方式による売出し　　　　 1,776,000,000円

（オーバーアロットメントによる売出し）

ブックビルディング方式による売出し　　　　　 311,688,000円

（注）　募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額（会
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券届出書提出時における見込額であります。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

【表紙】
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種類 発行数（株） 内容

普通株式 204,000（注）３

１単元の株式数は、100株であります。

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における

標準となる株式であります。

第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

　（注）１　2025年５月23日開催の取締役会決議によっております。

２　当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称　　株式会社証券保管振替機構

住所　　東京都中央区日本橋兜町７番１号

３　発行数については、2025年６月９日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

４　「第１　募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２　売出要項」の「１　売出株

式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記

載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる

売出しを追加的に行う場合があります。

　　なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項」の「３　売出株式（オーバー

アロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご

覧下さい。

５　本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、

その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照

下さい。
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区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

入札方式のうち入札による募集 － － －

入札方式のうち入札によらない募集 － － －

ブックビルディング方式 204,000 256,632,000 150,960,000

計（総発行株式） 204,000 256,632,000 150,960,000

２【募集の方法】

　2025年６月18日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結す

る予定の後記「４　株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下、「第１　募集要項」において「引受人」とい

う。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。

　引受価額は発行価額（2025年６月９日開催予定の取締役会において決定される払込金額と同額）以上の価額となり

ます。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取

金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第

246条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る

仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）によ

り決定する価格で行います。

　（注）１　全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２　上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ

れております。

３　発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時にお

ける見込額であります。

４　資本組入額の総額は、増加する資本金の額であります。発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基

礎として、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金増加額の２分の１相当額とする予定であり、

有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,480円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提

として算出した見込額であります。

５　有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,480円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額

（見込額）は301,920,000円となります。
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３【募集の条件】

（１）【入札方式】

①【入札による募集】

　該当事項はありません。

②【入札によらない募集】

　該当事項はありません。

発行価格
（円）

引受価額
（円）

発行価額
（円）

資本組入
額（円）

申込株数
単位
（株）

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定

（注）１

未定

（注）１

未定

（注）２

未定

（注）３
100

自　2025年６月19日(木)

至　2025年６月24日(火)

未定

（注）４
2025年６月25日(水)

（２）【ブックビルディング方式】

　（注）１　発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格の決定に当たり、2025年６月９日に仮条件を決定する予定であります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日

（2025年６月18日）に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力

が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関

投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２　2025年６月９日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、前記「２　募集

の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額と発行価格等決定日に決定する予定の発行価格及び引受価額とは

各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額

は、引受人の手取金となります。

３　2025年５月23日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資

本金の額は、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する

資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、発行価格等決定日に資

本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定であります。

４　申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。

申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

５　株式受渡期日は、2025年６月26日（木）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。

当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う

予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株

券の交付は行いません。

６　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７　申込みに先立ち、2025年６月11日(水)から2025年６月17日(火)までの間で引受人に対して、当該仮条件を参

考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその

委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であり

ます。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さ

い。

８　引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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①【申込取扱場所】

　後記「４　株式の引受け」欄の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込

みの取扱いをいたします。

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　人形町支店 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

②【払込取扱場所】

　（注）　上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

2025/05/22 9:17:41／25234784_株式会社エータイ_有価証券届出書（新規公開）

- 4 -



引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数

（株）
引受けの条件

204,000

１　買取引受けによります。

２　引受人は新株式払込金とし

て、2025年６月25日までに

払込取扱場所へ引受価額と

同額を払込むことといたし

ます。

３　引受手数料は支払われませ

ん。ただし、発行価格と引

受価額との差額の総額は引

受人の手取金となります。

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

計 － 204,000 －

４【株式の引受け】

　（注）１　引受株式数は、2025年６月９日開催予定の取締役会において決定する予定であります。

２　上記引受人と発行価格等決定日（2025年６月18日）に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引

受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

301,920,000 8,000,000 293,920,000

５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

　（注）１　払込金額の総額は、引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,480円）を基

礎として算出した見込額であります。2025年６月９日開催予定の取締役会で決定される会社法第199条第１

項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。

２　発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。

３　引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。

（２）【手取金の使途】

　上記の手取概算額293,920千円については、永代供養墓の建立に係る石材費や工事費といった建立費用に充

当する予定であります。当社は今後の成長をより加速するために既存展開エリアや主要都市を中心としたエリ

ア開発を重点的に進めており、その基礎となる永代供養墓の建立が必須であるため、調達資金をこれらの目的

に充当いたします。そのため、2026年８月期において100,000千円、2027年８月期において193,920千円を充当

する予定であります。

また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま

す。
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種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

普通株式

入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

ブックビルディング

方式
1,200,000 1,776,000,000

東京都練馬区

樺山　伸一

1,080,000株

東京都渋谷区

樺山　玄基

120,000株

計(総売出株式) － 1,200,000 1,776,000,000 －

第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

　発行価格等決定日（2025年６月18日）に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　

売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、

「第２　売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価

額（売出価格。発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支

払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引

受人に対して引受手数料を支払いません。

　（注）１　上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて

おります。

　　　　２　振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一

であります。

　　　　３　「第１　募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし

ます。

　　　　４　売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,480円）で算出した見込額でありま

す。

　　　　５　売出数等については今後変更される可能性があります。

　　　　６　本募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメント

による売出しを追加的に行う場合があります。

　　　　　　なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる

売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。

　　　　７　本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、

その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご覧下

さい。
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

　該当事項はありません。

②【入札によらない売出し】

　該当事項はありません。

売出価格
（円）

引受価額
（円）

申込期間
申込株
数単位
（株）

申込証拠
金（円）

申込受付場所
引受人の住所及び氏名又は
名称

元引受契
約の内容

未定

（注）１

（注）２

未定

（注）２

自　2025年

６月19日(木)

至　2025年

６月24日(火)

100
未定

（注）２

引受人及びその委

託販売先金融商品

取引業者の本支店

及び営業所

東京都千代田区丸の内一丁

目９番１号

大和証券株式会社

東京都港区六本木一丁目６

番１号

株式会社ＳＢＩ証券

東京都港区南青山二丁目６

番21号

楽天証券株式会社

大阪府大阪市中央区今橋一

丁目８番12号

岩井コスモ証券株式会社

東京都中央区日本橋室町二

丁目２番１号

岡三証券株式会社

東京都千代田区麴町一丁目

４番地

松井証券株式会社

東京都千代田区麴町三丁目

３番６

丸三証券株式会社

東京都中央区日本橋小網町

17番10号

あかつき証券株式会社

東京都文京区小石川一丁目

１番１号

水戸証券株式会社

未定

（注）３

（２）【ブックビルディング方式】

　（注）１　売出価格の決定方法は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディング方式」の（注）１と

同様であります。

２　売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込

証拠金とそれぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

３　引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、発行

価格等決定日（2025年６月18日）に決定いたします。なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われ

ません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
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４　上記引受人と発行価格等決定日に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同

契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。

５　株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2025年６月26日（木））の予定であります。当社普通株式の取引所

への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売

買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ

ん。

６　申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７　上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）

ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。

８　引受人は、引受人の買取引受による売出しにかかる引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売

を希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売する方針であります。
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種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

普通株式

入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

ブックビルディング

方式
210,600 311,688,000

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

大和証券株式会社

計(総売出株式) － 210,600 311,688,000 －

３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

　（注）１　オーバーアロットメントによる売出しは、「第１　募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売

出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株

式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

２　オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日（2025年６月

26日）から2025年７月24日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所におい

てオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジ

ケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特

別記載事項　２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

３　上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて

おります。

４　「第１　募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止

いたします。

５　売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,480円）で算出した見込額でありま

す。

６　振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一

であります。

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

　該当事項はありません。

②【入札によらない売出し】

　該当事項はありません。

売出価格
（円）

申込期間
申込株数単位

（株）
申込証拠金

（円）
申込受付場所

引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契
約の内容

未定

（注）１

自　2025年

６月19日(木)

至　2025年

６月24日(火)

100
未定

（注）１

大和証券株式会社及び

その委託販売先金融商

品取引業者の本支店及

び営業所

－ －

（２）【ブックビルディング方式】

　（注）１　売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ

れぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には利息をつけません。

　　　　２　売出しに必要な条件については、発行価格等決定日（2025年６月18日）において決定する予定であります。

　　　　３　株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2025年

６月26日（木））の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が

振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。な

お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

４　申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

５　大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　

(2）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１．東京証券取引所グロース市場への上場について

　当社普通株式は、「第１　募集要項」における募集株式及び「第２　売出要項」における売出株式を含め、大和証

券株式会社を主幹事会社（以下、「主幹事会社」という。）として、2025年６月26日に東京証券取引所グロース市場

へ上場される予定であります。

２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について

　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、オーバーアロットメント

による売出しに係る株式数を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利

（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、2025年７月24日を行使期限として当社株主から付与される予

定であります。

　また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2025年７月24日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに

係る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

　なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の

返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケー

トカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株

式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

３．ロックアップについて

　本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である樺山伸一、売出人である樺山玄

基、並びに当社の株主である株式会社エージーアイは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含

む）後180日目の日（2025年12月22日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社の事前の

書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプシ

ョンの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しております。

　また当社の新株予約権を保有する森英之、山本守、田中佑治及びその他32名は主幹事会社に対し、ロックアップ期

間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通

株式の売却等を行わない旨を合意しております。

　さらに、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株

式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を

付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプション又は

譲渡制限付株式報酬（ロックアップ期間中に行使又は譲渡されないものであり、かつロックアップ期間中における発

行等の累計による潜在株式ベースの希薄化率が１％を超えないものに限る）にかかわる発行等を除く。）を行わない

旨合意しております。

ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価

格に影響が及ぶ可能性があります。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容

を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。

　上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募

集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四

部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照下さい。

４．目論見書の電子交付について

　引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、本募集及び引受人の買取引受による売出し並びにオーバーアロッ

トメントによる売出しにおける目論見書の提供を、書面ではなく、全て電子交付により行います。目論見書提供者

は、目論見書被提供者から同意を得た上で、目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供した場合、目論見書

の交付をしたものとみなされます（金融商品取引法第27条の30の９第１項、企業内容等の開示に関する内閣府令第23

条の２第１項）。従って、当該同意が得られない場合、また、当該同意が撤回された場合（企業内容等の開示に関す

る内閣府令第23条の２第７項）は、目論見書の電子交付はできませんが、本募集及び引受人の買取引受による売出し

並びにオーバーアロットメントによる売出しにおいて、引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は当該同意が得

られ撤回されていない投資家に対してのみ当社普通株式を販売します。

　当社は、ペーパーレス化が社会的に浸透しつつある中、環境への負荷の低減のため、目論見書の電子交付が時流に

沿った取組みであると考えており、今回目論見書の完全電子化を実施いたします。
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回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期

決算年月 2020年８月 2021年８月 2022年８月 2023年８月 2024年８月

売上高 （千円） 1,587,314 1,815,189 1,782,635 1,928,589 2,376,316

経常利益 （千円） 500,231 528,091 412,547 407,276 507,517

当期純利益 （千円） 367,982 365,079 276,024 275,870 297,366

持分法を適用した場合の投資

利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

発行済株式総数 （株） 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

純資産額 （千円） 1,322,167 1,687,246 1,963,271 2,239,141 2,536,508

総資産額 （千円） 1,844,896 2,256,896 2,465,184 2,657,418 3,272,318

１株当たり純資産額 （円） 661.08 421.81 490.82 559.79 634.13

１株当たり配当額

（円）

－ － － － 30

（うち１株当たり中間配当

額）
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 183.99 91.27 69.01 68.97 74.34

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 71.7 74.8 79.6 84.3 77.5

自己資本利益率 （％） 32.3 24.3 15.1 13.1 12.5

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （％） － － － － 40.4

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － － － 312,923 961,654

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － － － △503,704 △531,259

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － － － △10,994 △11,973

現金及び現金同等物の期末残

高
（千円） － － － 1,552,534 1,970,955

従業員数
（人）

44 45 48 52 58

（外、平均臨時雇用者数） (43) (48) (53) (60) (67)

第二部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社は非上場であるため期

中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

４．株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

５．第16期から第19期の１株当たり配当額及び配当性向は、配当を実施していないため記載しておりません。

６．第16期、第17期及び第18期についてはキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・

フローに係る各項目については記載しておりません。

７．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイトを含む）は、年間の平均人員を
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回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期

決算年月 2020年８月 2021年８月 2022年８月 2023年８月 2024年８月

１株当たり純資産額 （円） 330.54 421.81 490.82 559.79 634.13

１株当たり当期純利益 （円） 92.00 91.27 69.01 68.97 74.34

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
（円） － － － － －

１株当たり配当額

（円）

－ － － － 30

（うち１株当たり中間配当

額）
(－) (－) (－) (－) (－)

（　）外数で記載しております。

８．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第18期の期首から適用してお

り、第18期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

９．第19期及び第20期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、和泉監査

法人の監査を受けております。なお、第16期、第17期及び第18期については、「会社計算規則」（平成18年

法務省令第13号）に基づき算出した各数値を記載しております。また、当該各数値については、金融商品取

引法第193条の２第１項の規定に基づく和泉監査法人の監査を受けておりません。

10．当社は、2021年４月２日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが、第17期の期首に当該

株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算出しております。

11．当社は、2021年４月２日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。

そこで、東京証券取引所自主規制法人（現　日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申

請のための有価証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上審第133

号）に基づき、第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の１株当たり指標の推移を

参考までに掲げると、以下のとおりとなります。

なお、第16期、第17期及び第18期の数値（１株当たり配当額についてはすべての数値）については、和泉監

査法人の監査を受けておりません。
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年月 概要

2004年10月 浄水処理場の汚泥処理プラントの委託・販売、プラント建設工事の機械器具の販売を目的として、株式

会社日本クレーベストを東京都新宿区に設立

2007年11月 永代供養墓事業に参入し、永代供養墓の建立、募集代行業務を開始

2009年３月

2013年１月

2016年３月

プラント事業から撤退し、永代供養墓募集代行業務に特化

埼玉県（さいたま市岩槻区）での樹木葬の取り扱いを開始

東京都（豊島区）での冥福五輪塔の取り扱いを開始

2017年８月 株式会社永代供養墓普及会
※１

（株式会社TERAビズへ社名変更）、株式会社永代供養墓友の会
※２

（株式

会社ブリスへ社名変更）の株式の譲渡を受け、両社を100％子会社化

2018年10月 本社を東京都千代田区神田錦町に移転

社名を株式会社エータイへ変更

2019年８月 株式会社TERAビズ（旧社名株式会社永代供養墓普及会）、株式会社ブリス（旧社名株式会社永代供養墓

友の会）を吸収合併

2020年９月 関東（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、茨城県）を中心とし、開苑寺院数50寺院を達成

2022年11月 佐賀県（唐津市）での永代供養墓募集代行業務を開始

2023年１月 静岡県（静岡市葵区）での永代供養墓募集代行業務を開始

2023年３月 福岡県（行橋市）での永代供養墓募集代行業務を開始

2023年９月 愛知県（名古屋市天白区）での永代供養墓募集代行業務を開始

２【沿革】

　※１　株式会社永代供養墓普及会は永代供養墓の販売代行及び広告の制作/代理業務を主たる事業とした会社であり、

当時の当社代表取締役が代表を務めていた企業であります。

※２　株式会社永代供養墓友の会は葬祭業務請負を主たる事業とした会社であり、当時の当社代表取締役が代表を務め

ていた企業であります。
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３【事業の内容】

　当社は、「人と人のこころのつながりをサポートし、社会のこころを豊かにする」という企業理念のもと、「ポジ

ティブな超高齢社会を創造する」をビジョンとし、その達成に向けて「みんなの未来を安心とワクワクで満たすサー

ビスを提供する」をミッションに掲げ、寺院が提供する新たなお墓の形である永代供養墓を中心とした寺院コンサル

ティング事業を行っております。

（永代供養墓とは）

　永代供養墓とは、墓地の利用者に後継者がいなくても寺院が永代に渡り供養・管理を行う墓地であります。従来の

伝統的な墓地の場合は墓地の利用者による管理及びその費用負担、墓地の承継者を必要とするのに対し、永代供養墓

はこれらが不要であることが一般的であります。

（社会的課題の解消）

①　墓地の利用者が抱える課題の解消

　従来の伝統的な墓地の場合は墓地の利用者による管理及びその費用負担、墓地の承継者を必要とすることが一

般的であります。このような墓地の利用者においては、高齢化に伴う多死社会の到来や少子化及び核家族化の拡

大、また寺院との関わりや供養に関する価値観の変化により、墓地を承継する親族がいない場合や遠方に暮らす

親族が利用する墓地の承継が難しい場合など、利用する墓地の維持管理及びその費用負担、親族等による後継ぎ

が困難となる傾向にあり、また新たに墓地の利用を希望する場合でも利用の意思決定が行い難い傾向にありま

す。これにより、墓地の利用者においては、墓地の利用が「始めにくく、維持しにくい」という課題が存在しま

す。

　当社は、当社の提供する「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」独自の永代供養墓によって、このような

墓地の利用者が抱える課題を解消します。

②　寺院が抱える課題の解消

　寺院においては近年、上述した①墓地の利用者が抱える課題によりいわゆる檀家離れが加速、墓地の利用を取

りやめる「墓じまい」の増加や一般的な墓地に係る新規利用者数の減少などが発生し、寺院及び墓地の運営にお

ける収入源であるお布施及び墓地の管理料が減少しています。このような寺院においては、新たな収益源である

永代供養墓の運営を行うための資金を確保できない場合や、資金が確保できてもその後の継続的な運営に不安を

抱く場合など、新たな収益源として永代供養墓の運営を開始する意思決定が行い難い傾向にあります。これによ

り、寺院においては、永代供養墓の運営が「始めにくく、維持しにくい」という課題が存在します。

　当社は、当社の提供する「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」独自の永代供養墓運営手法により、この

ような寺院が抱える課題を解消します。

　当社の提供する寺院コンサルティング事業により墓地の利用者及び寺院の課題を解消することで、「お墓といえば

エータイ」とよばれるような存在を目指してまいります。具体的には(1)永代供養墓募集代行業務、(2)その他の業務

（永代供養墓域の管理代行業務及び寺院への集客提案等の各種ソリューション並びに葬儀関連業務）であり、これら

を包括して寺院へ提供し、寺院の財務基盤の強化に貢献することで、その対価として手数料を収受する事業を展開し

ております。

(1）永代供養墓募集代行業務

　永代供養墓募集代行契約を締結した寺院に対して、永代供養墓の運営に係る業務をワンストップで提供すること

で、永代供養墓利用者の成約額から永代供養など宗教活動の対価として寺院に配分する志納料を差し引いた金額を

募集代行手数料として収受し収益としております。また、永代供養墓の運営に係る費用を当社が負担することによ

り高い手数料率を確保し、かつ適切な寺院提携エリアを構築することで寺院周辺地域に特化したドミナント戦略を

展開、効果的な集客による高い収益性と費用の効率化による高い利益率を確保しています。

①　永代供養墓運営業務のワンストップ提供

　永代供養墓の運営においては、墓地の利用者に提供する永代供養墓の企画提案、建立、永代供養墓利用者の募

集に係る広告宣伝活動、及び永代供養墓の現地案内や成約事務手続などの業務が必要となります。これらの業務

を寺院に対しワンストップで提供し永代供養墓の募集代行を独占的に行うことで、寺院にとって「始めやすく、

選びやすく、維持しやすい」永代供養墓の運営をサポートし、収益を獲得しています。

②　永代供養墓運営費用のフルサポート

　永代供養墓の運営においては、まずもって墓地の利用者に提供する永代供養墓が必要であり、その企画提案及

び建立においては一定の初期投資を要します。また建立した永代供養墓に係る利用者の募集においては広告宣伝
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費、加えて永代供養墓の現地案内や成約事務手続き、成約額の収納代行、納骨、契約保全及び永代供養墓域のメ

ンテナンスにおいては人件費及び諸経費を要します。これらの費用を当社が負担することにより、寺院にとって

「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」永代供養墓の運営をサポートすることで、高い手数料率を確保して

います。なお、墓地の利用者に提供する永代供養墓の建立費用は、長期前払費用として資産計上し、効果の及ぶ

期間にわたり償却費として費用計上しております。

③　適切な寺院提携エリアの構築によるドミナント戦略

　効果的な集客による高い収益性と費用の効率化を図り、高い利益率を確保するため、適切な寺院提携エリアの

構築によるドミナント戦略を展開いたします。年齢別人口分析や存在する競合他社及び寺院数など関連する指標

を用いてより潜在性のあるエリアを選定したうえで、当該エリアにおける将来の墓地需要の予測やこれまでの開

苑寺院の販売実績を勘案し提携すべき寺院数を算出、カニバリゼーションを防ぎ寺院周辺地域に特化したサービ

スとして墓地の利用者にとって「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」永代供養墓を効果的かつ効率的に提

供します。

　　　 　　

④　安定的な在庫供給と永代供養墓利用者確保

　ドミナント戦略に基づいた積極的な開発を進めることで、永代供養墓に対するニーズに応えられる安定的な供

給体制を整えております。永代供養墓ニーズは、突発的に一気に高まるものでなく、当社の広告宣伝活動によ

り、地域内における永代供養墓や開苑寺院の認知度が徐々に広がることで、利用者は着実に増加傾向にありま

す。また、このニーズに伴う消費は一時的なものではなく、永代供養墓の購入が一種の終活として地域住民の中

で恒常的に発生するニーズであり、毎年一定数の方が必要とされる傾向があるために長期的に継続していきま

す。このように、継続的なニーズに応え、利用者が「始めやすく、選びやすく、維持しやすい」永代供養墓を安

定供給し、持続的な需要確保を目指します。なお、2024年８月期末においては、累計供給区画数34,002基、累計

成約者数27,740組（※）を数えました。

　　※累計供給区画数は個別区画のみ、累計成約者数は全ての新規契約者数を集計しております。
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⑤　永代供養墓募集代行業務を通じた寺院コンサルティングノウハウ

　　　当社は、伝統ある寺院業界の特性を理解し、豊富な実績と法令対応のノウハウを活かして、寺院コンサルティ

ング事業を通じて寺院経営支援を実現しています。寺院との永代供養墓募集代行契約を締結するには、一般的な

企業とは異なる歴史や伝統、文化を持ち、それを重んじる業界であるため、その価値観を理解し尊重した対応が

求められる難易度が存在します。さらに、宗教法人としての寺院には法人役員や檀家役員会など、複数の関係者

による全会一致の意思決定プロセスが存在し、外部との契約締結において慎重な対応も必要とされており、寺院

との募集代行契約締結の難易度は高いものであります。

　　　さらに、適法な墓地運営のためには、法令や条例の解釈や判断が地域や行政ごとに異なる不画一性にも対応す

る必要があります。地域や行政においては、宗教法人や墓地に関する知見が不足していることもあり、専門的知

識と経験を基にした緊密な連携が不可欠なものであります。

　　　当社は、数多くの提携寺院における永代供養墓の運営実績を通じて培ってきた知見やノウハウを活かし、持続

的な寺院経営への支援を行ってまいります。

（当社が企画提案する永代供養墓の特徴）

　当社の永代供養墓は、墓地の利用者に後継者がいなくても寺院が永代に渡り供養・管理を行うだけでなく、その管

理費を必要としないほか、過去の宗旨宗派を問わず、デザイン性のある様々な種類をそろえております。このような

当社独自の永代供養墓を展開することにより、いままで以上に寺院や墓地の利用者のニーズに合う永代供養墓を提供

しております。

　①　過去の宗旨宗派を問わない永代供養サービス

　　全ての永代供養墓が、利用者に後継者がいなくても寺院により永代に渡る供養や管理がなされる永代供養サ

ービスを前提としています。また、永代供養墓の使用許可申込に当たり過去の宗旨宗派は問いません。

　②　明瞭な価格プランに基づく同一種類同一価格での提供

　　永代供養墓ごとに埋葬数に合わせた明瞭な価格プランを提示し、同一種類同一価格で提供しております。

　③　入檀料や年間管理費が不要

　　一般的な檀家制度で必要とされる入檀料や年間管理費等は発生せず、永代供養墓の使用許可申込に当たり一時

的に費用を負担することで、その後の管理費は発生しません。

　④　法事法要が強制されない

　　永代供養墓の使用許可後は、許可を受けた寺院にて永代供養、法要儀式等を行っていただきますが、永代供養

墓利用者の希望しない法事法要は強制されません。

　⑤　希望に基づき後継者による承継が可能

　　一般的な永代供養墓は、使用許可申込時に供養対象となる人数が定められており、親族等による承継が難しい

ものとなっていますが、当社の永代供養墓は任意の登録制を導入しており、追加登録料を支払うことにより、親

族等による永代供養墓の承継が可能です。

（当社が企画提案する永代供養墓の種類）

　当社独自の手法により、旧来の石材業者の提供する伝統的なデザインとは異なるデザイン性の高い高品質な永代供
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②　個別墓（マンションタイプ）

③　個別墓（戸建てタイプ） ④　樹木葬

養墓を目指して企画提案、建立しています。

 ①　合祀墓

 　粉砕したご遺骨を１ヵ所に共同で埋葬する葬送方法であり、墓石の購入が不要なものであります。成約単価は

当社の永代供養墓の中では最も低廉なものとなります。

 ②　個別墓（マンションタイプ）

 　屋外型のマンションタイプの個室に納骨する葬送方法であり、各個室に個人を称する文字を記した石材である

「墓誌（ぼし）」を設置いたします。個別安置でありながら集合型の永代供養墓であるため、檀家制度に基づく一

般的な墓地の利用と比較して低廉な成約単価で提供しております。

 ③　個別墓（戸建てタイプ）

 　屋外型の戸建てタイプの個室に納骨する葬送方法であり、一般的な墓地のように高級感のあるデザインを目指

しております。一般墓地に代わる新しいお墓として提案しており、②個別墓（マンションタイプ）より高級志向

の利用者向けの永代供養墓として最も高価な成約単価で提供しております。

 ④　樹木葬

 　樹木や緑地スペースにご遺骨を埋葬する葬送方法であり、埋葬スペースに個人を称する文字を記した石材であ

る「墓誌（ぼし）」を設置いたします。石材と比較して安価な樹木や植栽を主たる材料として使用するため、合

祀墓に次ぐ安価な成約単価で提供しております。

（永代供養墓の種類イメージ）

　①合祀墓は、②及び④においてその個別区画とは別に地下に設けた共同埋葬箇所を利用するものであります。

(2）その他の業務

　永代供養墓域の管理代行業務においては、当社の資金で日々の墓域の清掃、定期的な植栽の剪定、永代供養墓の

高圧洗浄及びメンテナンスを行っております。これらの収益は募集代行手数料に含まれております。

　また、寺院への集客提案等の各種ソリューションとして、寺院でのイベントの企画運営や永代供養墓利用者の供

養祭の企画運営等を行っております。

　加えて、葬儀関連業務においては、当社の永代供養墓の申込者、当社提携寺院の檀家の方を中心として、葬儀申

込の受付、葬儀施行の取次、葬儀会館の斡旋及び葬儀付帯業務の提供に加え、回忌供養の取次等の葬儀後のアフタ
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ーフォローや既存のお墓の撤去・処分（墓じまい）及び永代供養墓への移動（改葬）のサービスも行っておりま

す。

　なお、当社は、上記(1)永代供養墓募集代行業務及び(2)その他の業務（永代供養墓域の管理代行業務及び寺院へ

の集客提案等の各種ソリューション並びに葬儀関連業務）を提供する寺院コンサルティング事業の単一セグメント

であり、セグメント情報を記載していないため、事業内容別について記載しております。
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［事業系統図］

※実線：モノの流れ

点線：金銭の流れ
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４【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

2025年４月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

59 (75) 41.0 4.4 6,200,554

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

　（注）１．当社は寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、セグメント別の従業員数を記載しておりませ

ん。

２．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイトを含む）は、最近１年間の平均

人員を（　）外数で記載しております。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(2）労働組合の状況

　当社において労働組合は組成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

(3）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

　当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の対象で

はないため、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1）経営方針

①　企業理念

　「人と人のこころのつながりをサポートし、社会のこころを豊かにする」という企業理念のもと、地域の人々

を結び、人々の人生を豊かにするさまざまな活動を企画提案・実行します。故人やご先祖を想い、手を合わせる

という行為の中に、人と人とのこころのつながりがあり、人を想うあたたかな気持ちがあります。寺院コンサル

ティング事業においては、そうした人が人を想うこころのつながりとして葬送文化の伝承をサポートすること

で、人々の人生、ひいては社会のこころを豊かにします。

②　ビジョン

　「ポジティブな超高齢社会を創造する」というビジョンのもと、今後訪れると想定される超高齢社会をポジテ

ィブなものとするための活動を行います。寺院コンサルティング事業においては、当社の永代供養墓が時代のニ

ーズに合致していることを踏まえ、多くの寺院や墓地の利用者に当社の永代供養墓を提供します。また、今後の

供養のあり方を先取りした、新たな墓制供養のあり方を積極的に提案します。

③　ミッション

　「みんなの未来を安心とワクワクで満たすサービスを提供する」というミッションのもと、人々の未来需要を

積極的に読み取り、当社の提供するサービスにより、人々の未来を安心とワクワクで満たすことで、ポジティブ

な超高齢社会の創造に貢献いたします。寺院コンサルティング事業においては、時代のニーズを踏まえた供養の

形を追究し続け、寺院を通じて社会に安心感や満足感を永代に提供し続けられるよう、寺院を拠点として故人を

含めた人と人とがつながる「場」を提供します。

(2）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

（開苑寺院数）

　寺院との契約締結は、当社サービス提供の基盤であり、当社の収益力向上のためには、新規寺院との契約締結を

進め、提携寺院数を継続的に増加させることが重要となります。新規寺院との契約締結後、提携寺院により管轄す

る都道府県庁の墓地経営許可を取得したのち、当社により永代供養墓建立工事に着工し一定期間を経て開苑、永代

供養墓募集代行業務等を開始いたします。このため、開苑寺院数（契約締結後に開苑した寺院数）を重要業績評価

指数（KPI）とし、寺院開発の施策を通じて収益力の向上に取り組んでおります。なお、売上高及び開苑寺院数の

推移は以下のとおりであります。
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2020年８月期 2021年８月期 2022年８月期 2023年８月期 2024年８月期

成約額（百万円）※１ 2,246 2,495 2,470 2,665 3,266

売上高（百万円）※２ 1,587 1,815 1,782 1,928 2,376

開苑寺院数 49 53 59 74 80

１寺院当たり売上高

（百万円）※３
33 35 31 29 30

（売上高及び１寺院当たり売上高）

　当社の開苑寺院から収受する永代供養墓募集代行手数料（売上高）は、顧客と寺院の成約による成約額から生じ

ます。2024年８月期において成約額は3,266百万円であり、当該成約額から収受した当社の永代供養墓募集代行手

数料等（売上高）は2,376百万円、１寺院当たり売上高は30百万円となっております。寺院との永代供養墓募集代

行契約を10年から20年にわたる長期の契約とし、永代供養墓の成約状況及び残区画数に合わせて適時に永代供養墓

の増設を行うことで、１寺院当たりの売上高を逓減させることなく一定水準を維持しております。この永代供養墓

の増設は、2024年８月期末の開苑寺院80寺院のうち40％の寺院で過去１度以上実施されており、売上高の維持に取

り組んでおります。当社の業績向上のためには、適切なエリア開発に基づく開苑寺院数の増加のみならず、開苑寺

院における顧客の訪問件数及び顧客と寺院の成約率の維持向上、永代供養墓の増設並びに高い手数料率の維持によ

る開苑寺院当たりの売上高の安定的な確保が重要となります。このため、「売上高」及び「１寺院当たりの売上

高」を重要業績評価指標（KPI）とし、これらの数値を向上させる施策を通じて収益力の向上に取り組んでおりま

す。

※１　成約額は、墓地の利用者が墓地購入のために決済した金額の総額であります。

※２　売上高は、成約額から永代供養など宗教活動の対価として寺院に配分する志納料を除いた当社の募集代行手数料

（税抜）等であります。

※３　１寺院当たり売上高は、売上高を期中平均開苑寺院数（（前事業年度末開苑寺院数＋当事業年度末開苑寺院数）

／２）で除して計算しております。
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(3）経営環境

　国内の年間死亡数予想は2024年において1,508千人とされ、その後も増加しピーク時の2040年には現在の約1.1倍

である1,665千人になると推計されている一方で、国内の年間出生数予想は2024年において779千人とされ、2040年

には718千人にまで減少すると推計されています。

　超高齢社会の進展に伴い少子高齢化や核家族化が進むにつれ、血縁関係の断絶・希薄化が珍しくなくなったこと

から、人々が利用する墓地の維持管理及びその費用負担、親族等による後継ぎが困難となる傾向にあり、また新た

に墓地の利用を希望する場合でも利用の意思決定が行い難い傾向にあることから、従来型の墓地管理承継者がいな

い中高年層が生前に永代供養墓を購入するケースが増加しており、当社が寺院へ企画提案する永代供養墓の潜在的

な需要は益々高まっております。

※横軸は暦年表記

（実績値）

「政府統計の総合窓口（e-Stat）」-統計データを探す-統計名「人口動態調査　人口動態統計　確定数　出生」

「人口動態調査　人口動態統計　確定数　死亡」

厚生労働省-「統計情報・白書」-令和５年(2023）人口動態統計（確定数）の概況

（推計値）

「国立社会保障・人口問題研究所-日本の将来推計人口（令和５年推計）-出生中位（死亡中位）推計（令和５年推

計）」

　年間死亡数が増加する一方で年間出生数が減少していく社会環境においては、死者の埋葬絶対数は増加する一方

で、墓地の承継者は減少していく構造にあります。墓の引越しである「改葬」の件数は2023年度において166千件

を数え、1997年度の69千件と比較しておよそ2.4倍に増加しており（※１）、遠方で利用する墓地の維持等のため

に行う改葬の需要が増加しております。また2022年３月から2023年９月にかけて行われた総務省の調査によれば、

公営墓地や納骨堂を有する全国765市町村のうち、承継がなされず死亡者の縁故者がいない無縁墳墓等を有する市

町村数は58.2％を占め、うち無縁墳墓等の焼骨の移管・墓石撤去の着手にまで至った市町村はわずか6.1％となっ

ており（※２）、従来の一般的な墓地を維持できず放置される状況となっています。

※１　「政府統計の総合窓口（e-Stat）」、統計データを探す-統計名「衛生行政報告例」から引用

※２　総務省報道資料「墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として」から引用
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（市場規模の推計）

年間死亡数が増加していくことに合わせて、墓市場全体の規模成長が見込まれていますが、それ以上に永代供養

墓市場の成長が見込まれています。墓市場全体は2017年に2,788億円ほどであったものが、2030年には2,864億円と

推計されており、その成長率は2.7％となる見込みである一方、永代供養墓市場においては、2017年の348億円から

2030年の777億円とその成長率は123.3％と推計されています。

当社が依頼した株式会社矢野経済研究所「永代供養墓市場に関する調査」よりデータ抜粋

※市場規模推定における前提・仮定（件数ベース）

・墓の購入者の出現率に影響を与えうる因子を「人口・世帯数」と「死亡者数の増減」と規定

・このうち、将来的な死亡者数の増減率は、あらゆる種類の墓の購入者の出現率に等しく影響を与えるものと

仮定

・一般墓の購入者の出現率は、過去５年間と同様のペースで今後も微減傾向が継続するものと仮定

・納骨堂及び樹木葬の購入者の出現率は５年ごとに一定の割合で鈍化していくものと仮定

※永代供養墓市場は、樹木葬、納骨堂、その他の墓種別に分かれる

※市場規模推定における前提・仮定（金額ベース）

・墓種別の平均購入価格が、2021年と変わらず今後も一定であると仮定

近年の核家族化世帯の増加による後継者問題、それに伴う寺離れ・墓離れといった言葉に代表されるように、墓

地を取り巻く社会環境においては、墓地の利用者や墓地を提供する寺院が抱える多くの「課題」が存在します。そ

れを解決する手段として、墓地の利用者に後継者がいなくても寺院が永代に渡り供養・管理を行う永代供養墓の需

要は拡大すると見込まれています。

(4）経営戦略等

　当社は、超高齢社会における年間死亡数の増加及び出生数の減少による墓地の承継者不足に対応し、墓地の利用

者及び寺院が抱える課題の解消と向き合い、「お墓といえばエータイ」を目指してまいります。

　主力の永代供養墓募集代行業務においては、当社独自の手法により、墓地利用者及び寺院のニーズに合致した永

代供養墓の安定供給及び永代供養墓利用者の安定確保を継続して実現し、寺院における永代供養墓の運営に係る費

用を当社が負担することで高い募集代行手数料率を確保すると同時に、旧来の石材業者の提供する伝統的なデザイ

ンとは異なる視点でデザイン性が高く高品質を目指した永代供養墓の低費用化、並びに適切なエリア展開に基づく

募集代行費用の効率化を実現しています。これらを前提に、更なる寺院及び顧客の満足度向上のため、①寺院開発

戦略、②寺院提携エリア開発によるドミナント戦略強化、③ワンストップ×フルサポートによる永代供養墓利用者

の獲得戦略に注力してまいります。

①　寺院開発戦略

　現在の開苑寺院や石材店等の業務提携業者、顧問紹介サービス、当社従業員その他人脈を駆使した紹介案件の

能動的な創出により、参入障壁の高い寺院に対する効果的かつ効率的なアプローチを実践してまいります。特

に、2024年８月期末の開苑寺院80寺院のうち25％を占める20寺院が現在の開苑寺院からの紹介であることから、

永代供養墓募集代行契約を通じた寺院への貢献に基づく寺院との良好な関係構築、それに伴う情報収集及び必要

に応じたトップ営業を徹底して行うことにより、引き続き提携寺院からの継続的な紹介案件の創出を実現しま

す。

②　寺院提携エリア開発によるドミナント戦略強化

　年齢別人口分析や存在する競合他社及び寺院数など関連する指標を用いてより潜在性のあるエリアを選定のう
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え、当該エリアにおける将来の墓地需要の予測やこれまでの開苑寺院の販売実績を勘案し提携すべき寺院数を算

出、寺院周辺地域に特化したサービスとして新規エリアにおいては主要都市を中心に開発し、既存展開エリアに

おいては空白エリアへの展開並びに既存開苑寺院での増設を行い、十分な墓地数を確保し効果的かつ効率的な提

携寺院エリアを構築するドミナント戦略を実践してまいります。当該エリアにおいて獲得した提携候補寺院につ

いては、ＡＩなどを活用（既存開苑寺院における売上実績、住所、商圏人口等を学習）した当社独自の基準（年

間見込成約額約40百万円）に基づき、安定的な収益獲得の実現のために増設スペースも見越した業務提携の意思

決定を実施しております。増設スペースについては、新規建立時点で空いているスペースはもとより、将来の墓

じまいで更地となることが見込まれるようなスペースの確保も見越し、意思決定を実施しております。さらに、

既に広告宣伝活動により一定の永代供養墓マーケットが作られている既存開苑寺院では、販売実績から増設後の

売上見込みが予測しやすく、安定的な収益が獲得できます。これらにより、各エリアにおいては当社ブランドの

高い認知と信頼性を獲得し、高い売上高を確保すると同時に、永代供養墓建立業者に対する工事費、寺院見学者

の獲得に向けた広告宣伝費及びそれに関連する人件費といった費用の効率化を実現し利益率の継続的な改善を実

現します。開発の対象となるエリアは関東地方※を中心とし、九州地方及び東海地方等への展開を開始したほ

か、関西地方への展開も開始しております。

※東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県においてアプローチ可能な寺院数を6,300寺院と推定しております。

　　　 　　

③　ワンストップ×フルサポートによる永代供養墓利用者の獲得戦略

　寺院との永代供養墓募集代行契約の締結後は、寺院や墓地の利用者のニーズに合う永代供養墓の企画提案、建

立を行い、これまでに培った知見に基づく広告戦略としてポータルサイトや自社HP等のオンライン広告、新聞広

告や折込チラシのポスティング等のオフライン広告の実施、またこれら広告により獲得した現地見学者に対し現

地常駐スタッフが安心した墓地選びのサポートを実施することで、潜在層の掘り起こしや顕在層の確実な獲得を

実施し安定した１寺院当たりの売上高の確保に努めてまいります。また、テレビCMなどのマス広告を実施するこ

とにより、永代供養墓における認知の獲得に努めてまいります。

　永代供養墓マーケットにフォーカスすることで、①寺院開発戦略、②寺院提携エリア開発によるドミナント戦略

強化、③ワンストップ×フルサポートによる永代供養墓利用者の獲得戦略によって創出される売上高拡大及び費用

効率化といった競争優位性について、さらなる成長が期待されます。現状、類似するビジネスを実施している企業

が少なく、また開苑寺院数等の規模も当社と比較し僅少であるため、先行者の優位性を大きく確保できるといった

利点も有しており、継続して速度を有した事業推進を行ってまいります。
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(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

①　潜在能力のある開苑寺院のさらなる確保

　永代供養墓の募集代行契約に伴う募集代行手数料（売上高）の成長のためには、当社との提携により財務基盤

が強化され、かつ、周辺顧客への永代供養墓の普及がおおいに期待できる、潜在能力のある開苑寺院を増加させ

ることが必要不可欠です。

　近年の墓地利用者のニーズとしては、単一の寺院で複数の永代供養墓のタイプから選択でき、より生活圏に近

い立地であることが求められる傾向が強くなっております。そのため、将来に向けて墓地の利用者のニーズに合

致する開苑寺院を確保していくことを重要な事業上の課題と認識し、墓地の利用者及び寺院の課題を解決する寺

院コンサルティングを通じて、現在の開苑寺院や業務提携業者、その他人脈を駆使した紹介案件の能動的な創出

により、参入障壁の高い寺院に対する効果的かつ効率的なアプローチを実践してまいります。

②　サービス水準の継続的な向上

　当社は、常に当社が企画提案する永代供養墓やそれに付随するサービス、価格に関して、寺院・墓苑・葬儀業

者等との間において一定の競争状態に晒されておりますが、当社は低価格戦略を採用しておりません。そのた

め、寺院・墓苑・葬儀業者等に対する競争力を維持するには、独自性のある事業展開を推進するとともに、永代

供養墓品質やサービス水準の向上を継続的に図っていくことが不可欠であると考えております。またこれらを実

現するために、寺院開発をはじめ営業やマーケティングなど各役割に細分化した機動的な組織体制の構築に取り

組んでまいります。

③　コンプライアンス体制の整備

　当社では、法令を遵守するため、コンプライアンス規程等に則り、３ヵ月に１回開催するコンプライアンス委

員会、適宜実施する研修会等を通じて全役職員への徹底を図っております。特に当社が永代供養墓の募集代行業

務を行うにあたっては、提携する寺院及び当社は、「墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年５月31日法律第48

号）、同施行規則（昭和23年７月13日厚生省令第24号）」及び各自治体の条例等の法規制に則っており、各自治

体における判断基準や慣行に則した対応を求められます。そのため当社は、当社の行う永代供養墓募集代行業務

が法令に違反することのないよう、顧問弁護士をはじめとした法律の専門家との連携、社外役員（弁護士）から

の助言をもとに当該法規制の理解及び法令遵守の徹底を図ってまいります。

④　内部管理体制の強化

　当社は、更なる事業領域の拡大を目指しておりますが、急速に変化する事業環境に適時に対応しつつ持続的な

成長を維持するために、内部管理体制の強化が重要な課題であると考えております。このため、経験値のある人

材の採用や社内コミュニケーションの充実を図ることで内部管理体制の実効性を高め、コーポレート・ガバナン

スの充実を図ることにより、リスク管理の徹底、業務効率化を図ってまいります。

⑤　優秀な人材の確保と組織体制の強化

　当社は、今後の更なる成長のために、優秀な人材の確保及び組織体制の強化が不可欠であると認識しておりま

す。このため、教育体制の整備を進め人材の定着と能力の底上げを行っていくとともに、継続的な採用活動を通

じて、当社の経営理念にあった人材の登用を進めてまいります。

⑥　新規事業の展開について

　永代供養墓・葬儀事業における寺院・顧客のニーズは時代に伴って変化するため、当社においても、寺院・顧

客のニーズを先取りした新規事業を展開していくことが重要な課題であると認識しております。このため、寺院

との定期的なコミュニケーションや顧客のアンケート調査などを実施するとともに、各種メディアや業界誌によ

る情報収集を行ってまいります。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、

本書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1）ガバナンス

　当社は、サステナビリティに対する取組の検討とその対応について、管理部を中心とした関係各部署間での連携

において実施しており、認識した経営課題については取締役会を中心とするコーポレート・ガバナンス体制に基づ

き、解決に向けた取組を行っております。なお、サステナビリティに関する方針については、重要な事項がある場

合はコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会にて審議のうえ、取締役会において議論、決議することとして

おります。詳細は、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等　(1）コーポレート・ガバ

ナンスの概要」をご参照ください。

(2）戦略

　当社は、サステナビリティに関する取組のうち、特に人材の育成並びに長期的な雇用の継続に関する取組を経営

上重要な戦略であると考えております。当社における人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、

以下のとおりであります。

①　人材育成方針

　当社は、ポジティブな超高齢社会を創造するため、「みんなの未来を安心とワクワクで満たすサービスを提供

する」ことをミッションに掲げており、従業員一人ひとりの未来も安心とワクワクで満たすべきだと考えており

ます。そのため、行動指針として「向上力」「協調力」「傾聴力」を掲げ、従業員同士が互いに「ありがとう」

を引き出す行動を自ら進んでとれるよう促すと同時に、人事評価制度にて各等級に併せたコンピテンシーを設け

ることで、各人の成果に応じた報酬を付与し当社に適した人材を育成しています。

②　社内環境整備方針

　当社は、全従業員が互いに安心とワクワクを共有できるような風通しのよい組織風土の醸成を目指しておりま

す。そのため、月１回の社長通信にて代表取締役社長と従業員のコミュニケーションの機会を設けるほか、年１

回の社員総会では経営陣とのコミュニケーションに加え、部を超えた従業員同士のコミュニケーションの場を提

供、これにより従業員と意識の共有や経営の透明化を図っております。また、月１回のパルスサーベイによる従

業員満足度調査や経営陣への質疑応答、なんでも相談室の設置などの施策を講ずるほか、ランチ会等の従業員相

互のコミュニケーションの場の提供を行っております。

(3）リスク管理

　当社は現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連のリスク管理に

おける記載はいたしませんが、コンプライアンス規程及びリスク管理規程を作成し、サステナビリティを含む様々

なリスクについて管理部がその有するリスクの洗い出しを行い、主要リスクの認識、リスクの種類に応じた管理を

行い、予防的に可能な対策をできる限り施すことを基本としております。また、予防的に可能な対策を講じた場合

は、必要に応じ当該対策の実施状況及び実効性について内部監査等で確認を行うこととしております。

　また、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会において、各種リスク管理の方針等に関する審議等を行

い、重要な事項がある場合は取締役会において報告を行う体制となっております。詳細は、「第４　提出会社の状

況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等　(1）コーポレート・ガバナンスの概要」をご参照ください。

(4）指標及び目標

　当社は、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する当社の実績を長期的に評価し、管理及び監視するため

に用いられる情報としての指標及び目標を具体的に定めておりませんが、今後の事業を進める中でその精緻化を図

ってまいります。また、人的資本に関する方針及び社内環境整備に関する方針に関しましては、当社は現在、人的

資本規模に対して特定の数値的目標を採用するのが困難であるために従業員満足度、離職率、女性管理職比率、男

性育児休暇取得率、男女間賃金格差などの目標値等は定めておりませんが、その具体的な目標設定や状況の開示に

ついては、今後の課題として検討してまいります。
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３【事業等のリスク】

　当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。また、必ず

しも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、

投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上

で、発生の回避及び万一発生した場合でも業績及び財務状況に与える影響を最小限にすべく対応に努める方針であり

ます。当社のリスク管理体制に関しましては、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載のない限り、本書提出日現在において当社が判断したも

のであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

(1）事業環境

①　経営環境変動のリスク（発生可能性：中／顕在化の時期：中期／影響度：大）

　当社は、日本国内において単一セグメントである寺院コンサルティング事業を営んでおり、その収益は墓地市

場、葬儀市場及び仏壇市場といった日本のライフエンディング市場に大きく依存しております。日本のライフエ

ンディング市場は、日本の人口構成の高齢化に伴い拡大傾向にあるとの見方もある一方で、葬儀やお墓に関する

ニーズは多様化しており、各商材・サービスの単価は下落傾向にあります。特に当社の主たる領域である永代供

養墓は一般的な墓地と比較し価格の低い商品であるため、当社は多様化するニーズに対応すべく新たな商品の開

発、高品質なサービスの提供、きめ細やかな顧客対応の実現を徹底して行うほか、ライフエンディング市場にお

ける積極的な事業開発を行っておりますが、今後、単価の下落等によりライフエンディング市場が縮小した場

合、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。

②　競争激化に関するリスク（発生可能性：中／顕在化の時期：中期／影響度：中）

　当社は、ライフエンディング市場においてお墓や供養等に関連するサービスを提供する企業や宗教法人と競合

しております。当社は顧客や提携寺院との継続的な関係性を重視したサービスの提供を前提に新たな商品の開

発、高品質なサービスの提供、きめ細やかな顧客対応の実現を徹底して行うほか、ライフエンディング市場にお

ける積極的な事業開発を行うことで競争力の強化を図っておりますが、当社と類似のサービスを提供する企業・

法人や新規参入の激化により顧客の減少や価格の下落等が発生した場合、当社の事業、財務状況及び業績に悪影

響が及ぶ可能性があります。

(2）事業内容

①　人材確保及び育成に関するリスク（発生可能性：中／顕在化の時期：中期／影響度：中）

　当社は、今後も事業を積極的に展開していく方針であり、事業成長のためには優秀な人材の確保及び育成を継

続的に行っていく必要があるものと認識しております。そのため、当社は採用計画に従って年間を通じて積極的

な採用活動を行い、研修制度の充実を図るなど人材の確保及び育成に努めてまいります。しかしながら、今後、

人材の確保と育成が事業の展開速度に追い付かない場合、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性

があります。

②　寺院との業務提携に関するリスク（発生可能性：中／顕在化の時期：長期／影響度：小）

　当社は、寺院との業務提携が将来の成長性、収益性等を確保するために必要不可欠であると認識しておりま

す。当社は寺院との業務提携をより強固なものとすべく、新たな商品の開発や高品質なサービスの提供、きめ細

やかな顧客対応の実現を徹底して行うことによる寺院からの信頼獲得に注力するほか、寺院の抱える様々な問題

に対してコンサルティングを通じて支援を行い寺院と当社の双方にメリットのある解決策を提言しております

が、当該解決策により当初想定した効果を得ることができず寺院への支援が機能しなくなった場合及び将来の寺

院獲得が想定どおりにいかなかった場合には、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性がありま

す。

③　売上高の季節的変動について（発生可能性：高／顕在化の時期：短期／影響度：小）

　顧客が当社開苑寺院を訪問する際には外気温等の季節的影響を受けやすいことから、第１四半期（９月から11

月）及び第３四半期（３月から５月）に需要が増加し、第２四半期（12月から２月）及び第４四半期（６月から

８月）に需要が減少するため、それに比例して当社の売上高や利益に変動が生じる可能性があります。

④　減損に関するリスク（発生可能性：中／顕在化の時期：短期／影響度：小）

　当社は、永代供養墓の建立に関連して長期前払費用を計上しておりますが、当該資産は減損会計の適用対象と

なる固定資産に該当いたします。寺院開発基準の精緻化や経営会議等を通じた提携可否の意思決定において、開
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苑寺院の収益性を担保しておりますが、当該資産が十分なキャッシュ・フローを生み出さず、減損損失を認識す

る必要性が生じた場合、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。

(3）法的規制

①　法規制に関するリスク（発生可能性：中／顕在化の時期：中期／影響度：中）

　当社が永代供養墓の募集代行業務を行うにあたっては、提携する寺院及び当社は、「墓地、埋葬等に関する法

律（昭和23年５月31日法律第48号）」（以下「墓埋法」という）、「同施行規則（昭和23年７月13日厚生省令第

24号）」、各自治体の条例等の法規制に則っており、各自治体における判断基準や慣行に則した対応を求められ

ます。当社は、当社の行う永代供養墓募集代行業務が法令に違反することのないよう、顧問弁護士をはじめとし

た法律の専門家との連携、社外役員（弁護士）からの助言並びに各自治体とも適時、適切に連携して当該法規制

の理解及び法令遵守の徹底を図っておりますが、今後、わが国の墓制に対する上記の法規制が変更された場合、

提携する寺院及び当社の永代供養墓の建立、運営方法に変更が生じ、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が

及ぶ可能性があります。

　また、当社が提供する永代供養墓募集代行業務により寺院が収受した金員については、寺院においては宗教活

動による収益として法人税法における課税対象外であると整理をしておりますが、今後の税制改正等により、寺

院に対して当該収益に係る法人税の課税がなされる可能性があります。これにより、寺院における当社の永代供

養墓募集代行業務の導入インセンティブが低下し、寺院との業務提携の解消や業務提携速度の低下が発生した場

合には、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。

(4）組織体制

①　情報セキュリティに関するリスク（発生可能性：低／顕在化の時期：短期／影響度：大）

　当社は、事業活動を通して当社及び顧客・寺院・取引先などについての個人情報や機密情報を入手することが

あります。当社では、ISMSの取得やセキュリティ環境の強化、従業員等のアクセス制限を徹底することでこれら

の情報の厳格な管理に努めておりますが、コンピュータウィルスへの感染、不正アクセス、その他不測の事態な

どにより、情報の漏えい・紛失、重要データの破壊・改ざんなどが起きた場合、当社の事業、財務状況及び業績

に悪影響が及ぶ可能性があります。

②　個人情報の保護について（発生可能性：低／顕在化の時期：短期／影響度：大）

　当社は、顧客・寺院の登録情報をはじめとする個人情報を保有しており、個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律57号）の適用を受けております。これらの個人情報については、個人情報保護方針及び個人情報保護規

程を定めているほか、Pマークの取得やセキュリティ環境の強化、従業員等のアクセス制限の徹底及び社内教育

の徹底と管理体制の構築を行っております。しかしながら、何らかの理由でこれらの個人情報が外部に流出し、

悪用されるといった事態が発生した場合には、当社の財務状況及び経営成績並びに企業としての社会的信用に影

響を及ぼす可能性があります。

(5）その他

①　自然災害や環境問題等の発生に関するリスク（発生可能性：低／顕在化の時期：長期／影響度：大）

　当社は、提携寺院の開発エリアを多様化することで収益の安定化を図っておりますが、今後、大地震、暴風

雨、洪水その他の天災地変等が発生した場合、特に当社の開苑寺院の多数を有する関東エリアで当該事象が発生

した場合、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。

②　感染症について（発生可能性：中／顕在化の時期：短期／影響度：中）

　感染症が想定を上回る規模で発生及び流行した場合、社会的な生産活動の停滞、原材料の供給不足、顧客資料

請求数の減少といった影響を受ける可能性があります。特に寺院における現地案内活動が制限される状況となっ

た場合には、売上高が減少するといった直接的な影響を受ける可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。また当社は、本社管理部が中心となり、全ての従業員とその家族の健康維持を最優先とし、感染予

防・拡大防止のための措置、勤務形態、顧客対応等を指示するなど、BCP体制を構築しております。加えて、各

地域の行政の指針・ガイドラインに沿って、状況に応じた判断・対応をとるとともに社内外に情報を発信してお

ります。

③　訴訟等について（発生可能性：中／顕在化の時期：長期／影響度：中）

　当社は、法令及び契約等の遵守のため、コンプライアンス規程を定めて社内教育やコンプライアンス体制の充

実に努めております。しかしながら、当社が事業活動を行うなかで、寺院、顧客、外注先をはじめとした取引先

又はその他第三者との間で予期せぬトラブルが発生し、訴訟に発展する可能性があり、かかる訴訟の内容及び結
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果によっては、当社の財務状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、多大な訴訟対応費用の発生

や当社の社会的信用の毀損によって、当社の財務状況や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④　インターネットによる風評被害（発生可能性：中／顕在化の時期：中期／影響度：中）

　当社は、プレスリリース及び適時情報開示等により信頼の維持・向上を図り、リスク顕在化の未然防止に努め

ております。しかしながら、インターネット上の掲示板への書き込みや、それらを要因とするマスコミ報道等に

よる風評・風説の流布が発生・拡散した場合には、当社の事業、業績及び財務状況、当社の株価に影響を及ぼす

可能性があります。

⑤　支配株主との関係について（発生可能性：低／顕在化の時期：短期／影響度：中）

　当社の支配株主である樺山伸一は、当社の創業者であります。本書提出日現在、樺山伸一及び同氏の資産管理

会社である株式会社エージーアイ、並びに同氏の子息である樺山玄基の所有株式数を含めると発行済株式総数の

100.0％を所有しております。樺山伸一及び樺山玄基は、安定株主として引き続き一定の議決権を保有し、その

議決権行使にあたっては、株主共同の利益を追求するとともに、少数株主の利益にも配慮する方針を有しており

ますが、双方の意見が必ずしも一致するわけではないため、支配株主の利益追求により少数株主の利益が害され

る利益相反が発生する可能性があります。また、樺山伸一及び同氏の資産管理会社並びに樺山玄基が当社株式の

一部又は全てを売却した場合、その売却の方式、タイミング、規模等によっては、当社株式の需給関係及び市場

価格に影響を与える可能性があります。

⑥　配当政策について（発生可能性：中／顕在化の時期：中期／影響度：小）

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、将来の事業展開と経営体質の強

化のために必要な内部留保を確保しつつ、事業成長と戦略的投資のバランスを見極めながら、安定した配当を継

続的に実施していくことを基本方針としております。しかしながら、当社の業績が計画どおりに進展しない場合

には、配当政策に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　新株予約権の行使による株式価値の希薄化について（発生可能性：低／顕在化の時期：中期／影響度：小）

　当社は、役員及び従業員の業績向上に対する意欲や指揮を高めることを目的として、役員及び従業員に対して

新株予約権を付与しております。本書提出日現在における新株予約権による潜在株式数は111,500株であり、発

行済株式総数の2.8％に相当します。権利行使についての条件が満たされ、これらの新株予約権が行使された場

合には、１株当たりの株式価値が希薄化し、当社の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおり

であります。

①　経営成績の状況

第20期事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　当事業年度における我が国経済については、新型コロナウイルス感染症に基づく行動制限の緩和に伴い、経済

活動の正常化が進むなか、消費者の動きに持ち直しの動きがみられる一方で、物価の高騰など依然として不透明

な状況が継続しております。当社の属するライフエンディング市場においては、引き続き少子高齢化や核家族化

が進むにつれ、それによる血縁関係の断絶・希薄化が加速したことから、墓地の管理承継者がいない中高年層が

生前に永代供養墓を購入するケースが増加しており、当社の永代供養墓の潜在的な需要は益々高まる傾向にあり

ます。

　当事業年度におきましては、寺院コンサルティング事業の更なる成長及びシェアの拡大を目指し、新規契約寺

院の獲得及び既存開苑寺院における収益性の向上に努めてまいりました。

　新規契約寺院の開苑については、2023年９月に浄久寺、10月に壽仙院、2024年１月に松竹院、２月に本福寺、

３月に光厳寺、４月に正覚寺、６月に達磨寺、７月に報恩寺及び常光寺の合計９寺院で募集代行を開始し、主と

して個別墓及び樹木葬の販売代行により売上高を伸ばしました。既存開苑寺院の収益性については、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響から緩やかに回復したほか、マーケティング部による自社HP施策や広告効果の見直し

改善活動が功を奏し寺院見学予約数が増加、成約額を後押ししました。一方、費用面においては、新規契約寺院

の販売開始に伴い長期前払費用償却費が増加したほか、寺院数の増加及び人事評価制度の見直しに伴い人件費が

増加しましたが、既存開苑寺院の収益性の改善による効果から、利益率は回復傾向となりました。

　以上の結果、当事業年度における売上高は2,376,316千円（前期比23.2％増）、営業利益は506,141千円（前期

比24.3％増）、経常利益は507,517千円（前期比24.6％増）となり、当期純利益は297,366千円（前期比7.8％

増）となりました。

　なお、当社は寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、セグメント別の記載をしておりません。

第21期中間会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

　当中間会計期間における当社を取り巻く環境は、個人消費の回復やインバウンド需要の増加などにより景気持

ち直しの動きがあった一方、ウクライナや中東地域をめぐる情勢の緊迫化や継続した円安傾向の影響をうけた物

価上昇などから、依然として先行きが不透明な状況が続きました。このような環境の中、当社は好調であった広

告媒体を中心にさらに集客方法の見直しを実施、加えて、自社HPの改修や寺院墓地案内の手法の見直しに努めた

結果、寺院訪問顧客数及び成約率がさらに改善し、既存開苑寺院の売上高が順調に推移しました。また、新規寺

院の開苑について引き続き注力することにより2024年10月に２寺院を開苑し、売上高を後押ししました。

　この結果、当中間会計期間の経営成績は、売上高1,400,424千円、営業利益412,856千円、経常利益413,951千

円、中間純利益288,606千円となりました。

　なお、当社は寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、セグメント別の記載をしておりません。

②　財政状態の状況

第20期事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

（資産）

　当事業年度末における流動資産は2,007,647千円となり、前事業年度末と比較して396,192千円増加いたしまし

た。これは主として、新規寺院の開苑に伴う初期投資の回収により現金及び預金が418,420千円増加したことに

よるものであります。また当事業年度末における固定資産は1,264,670千円となり、前事業年度末と比較して

218,706千円増加いたしました。これは主として、新規寺院の開苑に伴う初期投資の増加により長期前払費用が

138,997千円増加したこと、及び繰延税金資産が67,825千円増加したことによるものであります。

　上記の結果、当事業年度末の総資産は3,272,318千円となり、前事業年度末と比較して614,899千円増加いたし

ました。
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（負債）

　当事業年度末における流動負債は599,240千円となり、前事業年度末と比較して332,727千円増加いたしまし

た。これは主として、人事評価制度の見直しに伴い賞与引当金が109,734千円増加したこと、及び未払法人税等

が184,064千円増加したことによるものであります。また当事業年度末の固定負債は136,569千円となり、前事業

年度末と比較して15,195千円減少いたしました。これは主として、社債が10,000千円減少したほか、長期預り金

が3,218千円減少したことによるものであります。

　上記の結果、当事業年度末の負債合計は735,809千円となり、前事業年度末と比較して317,532千円増加いたし

ました。

（純資産）

　当事業年度末における純資産は2,536,508千円となり、前事業年度末と比較して297,366千円増加いたしまし

た。これは、当期純利益297,366千円を計上したことに伴う繰越利益剰余金の増加によるものであります。

第21期中間会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

（資産）

　当中間会計期間末における資産合計は3,293,379千円となり、前事業年度末に比べ21,061千円増加いたしまし

た。

　当中間会計期間末における流動資産は1,847,342千円となり、前事業年度末に比べ160,304千円減少いたしまし

た。これは主として、現金及び預金が166,910千円減少したことによるものであります。また、固定資産は

1,446,037千円となり、前事業年度末に比べ181,366千円増加いたしました。これは主として、投資その他の資産

の長期前払費用が190,930千円増加したことによるものであります。

（負債）

　当中間会計期間末における負債合計は588,264千円となり、前事業年度末に比べ147,544千円減少いたしまし

た。

　当中間会計期間末における流動負債は455,097千円となり、前事業年度末に比べ144,142千円減少いたしまし

た。これは主として、未払法人税等が58,719千円減少したこと、未払消費税等が43,504千円減少したこと、賞与

引当金が24,790千円減少したこと及び未払金が10,333千円減少したことによるものであります。また、固定負債

は133,167千円となり、前事業年度末に比べ3,402千円減少いたしました。これは、固定負債のその他が3,402千

円減少したことによるものであります。

（純資産）

　当中間会計期間末における純資産合計は2,705,115千円となり、前事業年度末に比べ168,606千円増加いたしま

した。これは、中間純利益288,606千円を計上した一方、配当金120,000千円の計上により、利益剰余金が増加し

たことによるものであります。

③　キャッシュ・フローの状況

第20期事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度末と比較して418,420千円増加し、1,970,955千円となり

ました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により増加した資金は961,654千円となりました。これは主として、税引前当期純利益の計上445,608

千円、長期前払費用償却額の計上232,297千円、賞与引当金の増加109,734千円、未払金の増加44,480千円及び法

人税等の支払額24,633千円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により減少した資金は531,259千円となりました。これは主として、長期前払費用の取得による支出

506,421千円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により減少した資金は11,973千円となりました。これは主として、社債の償還による支出10,000千円

によるものであります。
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セグメントの名称

第20期事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

第21期中間会計期間
（自　2024年９月１日

至　2025年２月28日）

売上高（千円） 前年同期比（％） 売上高（千円）

寺院コンサルティング事業 2,376,316 123.2 1,400,424

第21期中間会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

　当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,804,045千円となり、前事業年度

末に比べ、166,910千円の減少となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によって得られた資金は、281,229千円となりました。これは主として、法人税等の支払額184,064千

円、未払消費税等の減少43,504千円、賞与引当金の減少24,790千円、仕入債務の減少11,872千円による資金の減

少があった一方で、税引前中間純利益413,951千円、長期前払費用償却額の計上138,262千円等による資金の増加

があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出された資金は、322,152千円となりました。これは主として、長期前払費用の取得による

支出318,060千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出された資金は、125,987千円となりました。これは、主として配当金の支払120,000千円を

実施したことによるものであります。

④　生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

　当社が提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

ｂ．受注実績

　当社が提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

ｃ．販売実績

　第20期事業年度及び第21期中間会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　なお、当社は寺院コンサルティング事業の単一セグメントであります。

　（注）売上高のうち損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、主な相手先別の実績については記載

を省略しております。

(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

　経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、以下のとおりであります。

　なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

①　重要な会計方針、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

この財務諸表の作成にあたっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額

並びに開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘

案し合理的に判断しておりますが、見積りによる不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積りと異なる

場合があります。財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは、「第５　経

理の状況　１　財務諸表等　(1）財務諸表　注記事項　重要な会計上の見積り」に記載しております。また当社

の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１　財務諸表等　(1）財務諸表　注記事項　重

要な会計方針」に記載しております。

②　経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
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第20期事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

（売上高）

　当事業年度における売上高は2,376,316千円（前事業年度比23.2％増）となりました。これは主として、2023

年９月に浄久寺、10月に壽仙院、2024年１月に松竹院、２月に本福寺、３月に光厳寺、４月に正覚寺、６月に達

磨寺、７月に報恩寺及び常光寺の合計９寺院で新規に募集代行を開始し、主として個別墓及び樹木葬の販売によ

り売上高を伸ばしたほか、既存開苑寺院におけるマーケティング部による広告効果の改善施策及び自社HPの改善

施策により寺院見学予約数が増加、さらに永代供養営業部における成約率改善施策により成約率が向上、成約額

を後押しした結果であります。

（売上原価・売上総利益）

　当事業年度における売上原価は754,799千円（前事業年度比21.5％増）となり、売上高の増加に伴い増加いた

しました。これは主として、新規契約寺院の販売開始に伴い長期前払費用償却費が59,106千円増加（前事業年度

比34.1％増）したことに加え、個別の寺院に特化した広告宣伝費が29,320千円増加（前事業年度比15.4％増）し

たほか、寺院数の増加及び人事評価制度の見直しに伴い人件費が51,434千円増加（前事業年度比34.0％増）した

ことによるものであります。

　上記より、当事業年度における売上総利益は1,621,516千円（前事業年度比24.0％増）となりました。

（販売費及び一般管理費・営業利益）

　当事業年度における販売費及び一般管理費は1,115,375千円（前事業年度比23.9％増）となりました。これは

主として、複数寺院をまとめたエリアに特化した広告宣伝費が17,071千円増加（前事業年度比12.9％増）したほ

か、経営管理体制の強化及び人事評価制度の見直しに伴い人件費が133,264千円増加（前事業年度比33.4％増）

したことによるものであります。

　上記より、当事業年度における営業利益は506,141千円（前事業年度比24.3％増）となりました。

（営業外収益・営業外費用・経常利益）

　当事業年度における営業外収益は1,503千円となりました。これは主として、受取利息166千円、補助金収入

444千円を計上したものであり、前事業年度から重要な変動はありません。また当事業年度における営業外費用

は127千円となりました。これは主として、社債利息114千円を計上したことによるものであり、前事業年度から

重要な変動はありません。

　上記より、当事業年度における経常利益は507,517千円（前事業年度比24.6％増）となりました。

（特別利益・特別損失・税引前当期純利益）

　当事業年度における特別利益の計上はありません。また当事業年度における特別損失は61,908千円となりまし

た。これは、３寺院における固定資産の減損損失38,058千円を計上したほか、提携していた寺院の墓地の移設に

関する支援費用23,850千円を計上したことによるものであります。

　上記より、税引前当期純利益は445,608千円（前事業年度比9.4％増）となりました。

（当期純利益）

　当事業年度の当期純利益は297,366千円（前事業年度比7.8％増）となりました。これは、上記の営業利益及び

経常利益の増加によるものであります。

第21期中間会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

（売上高）

　当中間会計期間における売上高は1,400,424千円となりました。これは主として、2024年10月に浄林寺、萬福

寺の２寺院で新規に募集代行を開始し、主として個別墓及び樹木葬の販売により売上高を伸ばしたほか、既存寺

院におけるマーケティング部による広告効果の改善施策及び自社HPの改善施策により案内予約数が増加、さらに

永代供養営業部における成約率改善施策により成約率が向上、成約額を後押しした結果であります。

（売上原価・売上総利益）

　当中間会計期間における売上原価は424,172千円となりました。これは主として、新規契約寺院の販売開始に

伴い長期前払費用償却費が増加したことに加え、個別の寺院に特化した広告宣伝費が増加したほか、寺院数の増

加及び人事評価制度の見直しに伴い人件費が増加したことによるものであります。

　上記より、当中間会計期間における売上総利益は976,251千円となりました。
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（販売費及び一般管理費・営業利益）

　当中間会計期間における販売費及び一般管理費は563,395千円となりました。これは主として、複数寺院をま

とめたエリアに特化した広告宣伝費が増加したほか、人事評価制度に基づく好調なトップラインを反映した賞与

引当金繰入額が増加したことによるものであります。

　上記より、当中間会計期間における営業利益は412,856千円となりました。

（営業外収益・営業外費用・経常利益）

　当中間会計期間における営業外収益は1,176千円となりました。これは主として、受取利息を計上したもので

あります。また、当中間会計期間における営業外費用は81千円となりました。これは主として、社債利息を計上

したことによるものであります。

　上記より、当中間会計期間における経常利益は413,951千円となりました。

（特別利益・特別損失・税引前中間純利益）

　当中間会計期間における特別損益はありません。

　上記より、税引前中間純利益は413,951千円となりました。

（中間純利益）

　当中間会計期間における中間純利益は288,606千円となりました。

③　財政状態の分析

　財政状態の分析については、「(1）経営成績等の状況の概要　②　財政状態の状況」をご参照ください。

④　キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性についての分析

　キャッシュ・フローの分析につきましては、「(1）経営成績等の状況の概要　③　キャッシュ・フローの状

況」に記載のとおりであります。

　当社における資金需要は、主として運転資金であります。運転資金の需要のうち主なものは、業容拡大のため

の寺院開発費用及び永代供養墓建立費、寺院開発及び営業に関する人件費、サービス品質のさらなる向上のため

の現地常駐スタッフの人件費、並びに集客及びブランディングに関する広告宣伝費であります。この財源につい

ては、自己資金の効率的な運用に努めております。なお、事業活動を円滑に実行できるよう、適正な水準の資金

の流動性の維持及び確保を最優先としております。具体的には、何らかの理由により顧客からの入金が滞った場

合でも取引先に対する支払に遅れが発生せず、かつ、必要に応じて金融機関からの資金調達を実行するまでの

間、事業運営に支障が出ない水準の預金残高を維持しております。

⑤　経営成績に重要な影響を与える要因について

　経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「３　事業等のリスク」をご参照ください。

⑥　経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　「１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等　(2）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指

標等」に記載のとおりであります。
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５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

第20期事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　当事業年度においては、主に建物5,676千円、工具、器具及び備品7,872千円、建設仮勘定9,075千円の設備投資を

実施いたしました。これらの所要資金はすべて自己資金にて賄っております。

　当社は寺院コンサルティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

　なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

第21期中間会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

　当中間会計期間においては、建物3,713千円の設備投資を実施いたしました。

2024年８月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）建物

（千円）

工具、器具
及び備品
（千円）

リース資産
（千円）

建設仮勘定
（千円）

無形固定資産
（千円）

合計
（千円）

本社

（東京都千代田区）

本社事務所、ネット

ワーク関連設備
12,626 11,787 4,839 18,150 11,539 58,942

58

[67]

２【主要な設備の状況】

　当社における主要な設備は次のとおりであります。

　（注）１．現在休止中の主要な設備はありません。

２．帳簿価額は、減損損失計上後の金額であります。

３．従業員数の［　］は、臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイトを含む）の年間の平均人員を外書きして

おります。

４．本社の事務所は賃借を行っており、年間賃借料は33,297千円であります。

５．帳簿価額のうち「無形固定資産」は、ソフトウエア及びリース資産の合計であります。

６．当社は寺院コンサルティング事業の単一セグメントであるため、セグメントの記載は省略しております。

３【設備の新設、除却等の計画】（2025年４月30日現在）

(1）重要な設備の新設等

　該当事項はありません。

(2）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行数（株）
上場金融商品取引所名又は登録
認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 4,000,000 非上場

完全議決権株式であり、権利内容に

何ら限定のない当社における標準と

なる株式であり単元株式数は100株

であります。

計 4,000,000 － －

②【発行済株式】

決議年月日 2018年８月10日（臨時株主総会決議）

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員　　６（注）１

新株予約権の数（個）　※ 4,500（注）２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※ 普通株式9,000（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 105（注）３

新株予約権の行使期間　※ 自　2020年８月11日　至　2028年８月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円）　※

発行価格　　　105

資本組入額　　 53（注）４

新株予約権の行使の条件　※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）７

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第１回新株予約権

※　最近事業年度の末日（2024年８月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在（2025年４

月30日）において、これらの事項に変更はありません。

なお、2021年３月３日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年４月２日付で普通株式１株につき２株の割合で

株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行

使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整され

ております。

（注）１．退職等による権利の喪失により、本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員２名と

なっております。

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株、最近事業年度の末日では１個につき２株であります。

新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を

行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という）を行

う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株

式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。
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調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は切り捨てます。

３．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、

計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。

５．新株予約権の行使条件

(1）新株予約権の行使は、行使する新株予約権又は行使者について、後記「６．新株予約権の取得条項」記載

の取得事由が生じていないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとし

ます。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。

(2）新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、新株予

約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとします。

(3）新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

します。

(4）新株予約権者が１個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により新株予約権者に対して発行

される株式数は整数（当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍）でなければならず、

１株（当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数）未満の部分についてはこれを切り捨て、株式

は割り当てられないものとします。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行いません。

(5）新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権

を行使することはできないものとします。

(6）新株予約権者は、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を

行使することができるものとします。

イ．割当日から２年を経過する日以降　40％

ロ．割当日から４年を経過する日以降　60％

ハ．割当日から６年を経過する日以降　80％

ニ．割当日から８年を経過する日以降　100％

(7）新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。

６．新株予約権の取得条項

(1）会社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取

得することができる。

(2）会社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、会社が分割会社となる分割契約書承認の議案、会社が完全

子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、存続会

社または会社の完全親会社が新株予約権にかかる義務を承継するときを除き、会社は新株予約権を無償取

得するものとする。但し、取締役会の決議により特に認められた場合は新株予約権を取得しないことがで

きる。

(3）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することがで

きる。

①　会社または会社の子会社の取締役又は監査役

②　会社または会社の子会社の使用人

③　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な

契約関係にある者

(4）次のいずれかに該当する事由が生じた場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①　権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②　権利者が会社又は会社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員

若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社の子会社と協業した場合。但し、会社の書
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決議年月日 2019年７月25日（臨時株主総会決議）

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役　　３

当社監査役　　２

当社従業員　　18（注）１

新株予約権の数（個）　※ 28,750（注）２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※ 普通株式　57,500（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 182（注）３

新株予約権の行使期間　※ 自　2021年７月26日　至　2029年７月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円）　※

発行価格　　　182

資本組入額　　 91（注）４

新株予約権の行使の条件　※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）７

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※  ―

面による事前の承諾を得た場合を除く。

③　権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社の子会社の信用を損ねた場合。

④　権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受け

た場合

⑤　権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不

渡りとなった場合

⑥　権利者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味

する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与

を行っていることが判明した場合

(5）権利者が会社又は会社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分又は契約関係を有する場合、顧

問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約

関係にある者（本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれ

かに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。

①　権利者が自己に適用される会社又は会社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②　権利者が取締役としての忠実義務等会社又は会社の子会社に対する義務に違反した場合

③　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な

契約関係にある者がその契約に違反した場合

(6）会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める

日においてこれを取得するものとする。また、会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全

部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は取締役会の決議により取得する新株予約権を

決定するものとする。

７．譲渡による新株予約権の取得の条件

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。

第２回新株予約権

※　最近事業年度の末日（2024年８月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在（2025年４

月30日）において、これらの事項に変更はありません。

なお、2021年３月３日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年４月２日付で普通株式１株につき２株の割合で

株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行

使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整され

ております。

（注）１．退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業

員14名、当社監査役１名、外部協力者２名となっております。

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株、最近事業年度の末日では１個につき２株であります。

新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を

行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
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調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という）を行

う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株

式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。

ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は切り捨てます。

３．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、

計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。

５．新株予約権の行使条件

(1）新株予約権の行使は、行使する新株予約権又は行使者について、後記「６．新株予約権の取得条項」記載

の取得事由が生じていないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとし

ます。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。

(2）新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、新株予

約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとします。

(3）新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

します。

(4）新株予約権者が１個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により新株予約権者に対して発行

される株式数は整数（当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍）でなければならず、

１株（当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数）未満の部分についてはこれを切り捨て、株式

は割り当てられないものとします。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行いません。

(5）新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権

を行使することはできないものとします。

(6）新株予約権者は、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を

行使することができるものとします。

イ．割当日から２年を経過する日以降　40％

ロ．割当日から４年を経過する日以降　60％

ハ．割当日から６年を経過する日以降　80％

ニ．割当日から８年を経過する日以降　100％

(7）新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。

６．新株予約権の取得条項

(1）会社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取

得することができる。

(2）会社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、会社が分割会社となる分割契約書承認の議案、会社が完全

子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、存続会

社または会社の完全親会社が新株予約権にかかる義務を承継するときを除き、会社は新株予約権を無償取

得するものとする。但し、取締役会の決議により特に認められた場合は新株予約権を取得しないことがで

きる。

(3）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することがで

きる。

①　会社または会社の子会社の取締役又は監査役

②　会社または会社の子会社の使用人

③　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な

契約関係にある者

(4）次のいずれかに該当する事由が生じた場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ
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決議年月日 2020年３月17日（臨時株主総会決議）

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役　　１

当社監査役　　１

当社従業員　　26（注）１

新株予約権の数（個）　※ 14,875（注）２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※ 普通株式　29,750（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 292（注）３

新株予約権の行使期間　※ 自　2022年９月１日　至　2030年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円）　※

発行価格　　　292

資本組入額　　146（注）４

新株予約権の行使の条件　※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）７

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※  ―

る。

①　権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②　権利者が会社又は会社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員

若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社の子会社と協業した場合。但し、会社の書

面による事前の承諾を得た場合を除く。

③　権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社の子会社の信用を損ねた場合。

④　権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受け

た場合

⑤　権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不

渡りとなった場合

⑥　権利者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味

する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与

を行っていることが判明した場合

(5）権利者が会社又は会社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分又は契約関係を有する場合、顧

問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約

関係にある者（本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれ

かに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。

①　権利者が自己に適用される会社又は会社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②　権利者が取締役としての忠実義務等会社又は会社の子会社に対する義務に違反した場合

③　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な

契約関係にある者がその契約に違反した場合

(6）会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める

日においてこれを取得するものとする。また、会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全

部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は取締役会の決議により取得する新株予約権を

決定するものとする。

７．譲渡による新株予約権の取得の条件

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。

第３回新株予約権

※　最近事業年度の末日（2024年８月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在（2025年４

月30日）において、これらの事項に変更はありません。

なお、2021年３月３日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年４月２日付で普通株式１株につき２株の割合で

株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行

使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整され

ております。

（注）１．退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業
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調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

員20名、当社取締役１名、外部協力者１名となっております。

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株、最近事業年度の末日では１個につき２株であります。

新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を

行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という）を行

う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株

式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。

ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は切り捨てます。

３．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、

計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。

５．新株予約権の行使条件

(1）新株予約権の行使は、行使する新株予約権又は行使者について、後記「６．新株予約権の取得条項」記載

の取得事由が生じていないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとし

ます。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。

(2）新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、新株予

約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとします。

(3）新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

します。

(4）新株予約権者が１個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により新株予約権者に対して発行

される株式数は整数（当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍）でなければならず、

１株（当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数）未満の部分についてはこれを切り捨て、株式

は割り当てられないものとします。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行いません。

(5）新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権

を行使することはできないものとします。

(6）新株予約権者は、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を

行使することができるものとします。

イ．割当日から２年を経過する日以降　40％

ロ．割当日から４年を経過する日以降　60％

ハ．割当日から６年を経過する日以降　80％

ニ．割当日から８年を経過する日以降　100％

(7）新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。

６．新株予約権の取得条項

(1）会社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取

得することができる。

(2）会社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、会社が分割会社となる分割契約書承認の議案、会社が完全

子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、存続会

社または会社の完全親会社が新株予約権にかかる義務を承継するときを除き、会社は新株予約権を無償取

得するものとする。但し、取締役会の決議により特に認められた場合は新株予約権を取得しないことがで

きる。

(3）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することがで

きる。

①　会社または会社の子会社の取締役又は監査役
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決議年月日 2024年４月15日（臨時株主総会決議）

付与対象者の区分及び人数（名）
当社監査役　　１

当社従業員　　18

新株予約権の数（個）　※ 15,250（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※ 普通株式　15,250（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 1,316（注）２

新株予約権の行使期間　※ 自　2026年４月16日　至　2034年４月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円）　※

発行価格　　　1,316

資本組入額　　　658（注）３

新株予約権の行使の条件　※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）６

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※  ―

②　会社または会社の子会社の使用人

③　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な

契約関係にある者

(4）次のいずれかに該当する事由が生じた場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①　権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②　権利者が会社又は会社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員

若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社の子会社と協業した場合。但し、会社の書

面による事前の承諾を得た場合を除く。

③　権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社の子会社の信用を損ねた場合。

④　権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受け

た場合

⑤　権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不

渡りとなった場合

⑥　権利者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味

する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与

を行っていることが判明した場合

(5）権利者が会社又は会社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分又は契約関係を有する場合、顧

問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約

関係にある者（本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれ

かに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。

①　権利者が自己に適用される会社又は会社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②　権利者が取締役としての忠実義務等会社又は会社の子会社に対する義務に違反した場合

③　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な

契約関係にある者がその契約に違反した場合

(6）会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める

日においてこれを取得するものとする。また、会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全

部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は取締役会の決議により取得する新株予約権を

決定するものとする。

７．譲渡による新株予約権の取得の条件

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。

第４回新株予約権

※　最近事業年度の末日（2024年８月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在（2025年４

月30日）において、これらの事項に変更はありません。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を
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調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という）を行

う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株

式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができるものとします。

ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は切り捨てます。

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、

計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。

４．新株予約権の行使条件

(1）新株予約権の行使は、行使する新株予約権又は行使者について、後記「５．新株予約権の取得条項」記載

の取得事由が生じていないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとし

ます。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではありません。

(2）新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、新株予

約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとします。

(3）新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

します。

(4）新株予約権者が１個又は複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により新株予約権者に対して発行

される株式数は整数（当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍）でなければならず、

１株（当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数）未満の部分についてはこれを切り捨て、株式

は割り当てられないものとします。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行いません。

(5）新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権

を行使することはできないものとします。

(6）新株予約権者は、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を

行使することができるものとします。

イ．割当日から２年を経過する日以降　40％

ロ．割当日から４年を経過する日以降　60％

ハ．割当日から６年を経過する日以降　80％

ニ．割当日から８年を経過する日以降　100％

(7）新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。

５．新株予約権の取得条項

(1）会社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取

得することができる。

(2）会社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、会社が分割会社となる分割契約書承認の議案、会社が完全

子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、存続会

社または会社の完全親会社が新株予約権にかかる義務を承継するときを除き、会社は新株予約権を無償取

得するものとする。但し、取締役会の決議により特に認められた場合は新株予約権を取得しないことがで

きる。

(3）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することがで

きる。

①　会社または会社の子会社の取締役又は監査役

②　会社または会社の子会社の使用人

③　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な

契約関係にある者
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(4）次のいずれかに該当する事由が生じた場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①　権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合

②　権利者が会社又は会社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員

若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は会社の子会社と協業した場合。但し、会社の書

面による事前の承諾を得た場合を除く。

③　権利者が法令違反その他不正行為により会社又は会社の子会社の信用を損ねた場合。

④　権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受け

た場合

⑤　権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不

渡りとなった場合

⑥　権利者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味

する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与

を行っていることが判明した場合

(5）権利者が会社又は会社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分又は契約関係を有する場合、顧

問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約

関係にある者（本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれ

かに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。

①　権利者が自己に適用される会社又は会社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②　権利者が取締役としての忠実義務等会社又は会社の子会社に対する義務に違反した場合

③　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な

契約関係にある者がその契約に違反した場合

(6）会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める

日においてこれを取得するものとする。また、会社は前各号に定める取得の事由が生じた新株予約権の全

部または一部を取得することができ、一部を取得する場合は取締役会の決議により取得する新株予約権を

決定するものとする。

６．譲渡による新株予約権の取得の条件

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。

②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。
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年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年４月２日

（注１）
2,000,000 4,000,000 － 20,000 － －

（３）【発行済株式総数、資本金等の推移】

　（注）１．株式分割（１：２）によるものであります。

2025年４月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況

（株）
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － 1 － － 2 3 － 

所有株式数

（単元）
－ － － 12,000 － － 28,000 40,000 －

所有株式数の割

合（％）
－ － － 30.00 － － 70.00 100 ー 

（４）【所有者別状況】

2025年４月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,000,000 40,000

完全議決権株式であり、

権利内容に何らの限定の

ない当社における標準と

なる株式であります。

なお、１単元の株式数は

100株となります。

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 4,000,000 － －

総株主の議決権 － 40,000 －

（５）【議決権の状況】

①【発行済株式】

②【自己株式等】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　該当事項はありません。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

2024年11月28日
120 30

株主総会決議

３【配当政策】

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化の

ために必要な内部留保を確保しつつ、事業成長と戦略的投資のバランスを見極めながら、安定した配当を継続的に実

施していくことを基本方針としております。また、配当政策については、配当性向40％程度を目安としております。

　なお、剰余金の配当は、原則として株主総会決議に基づいた期末配当の１回を想定しておりますが、当社は会社法

第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めておりますので、業績動向を確認しながらそ

の実施についてもあわせて検討してまいります。これら剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、

期末配当については株主総会であります。

　当事業年度の期末配当については、上記の剰余金の配当等に関する基本方針及び配当政策を踏まえ、慎重に検討し

た結果、１株につき30円で実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は40.4％となりまし

た。
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役職 氏名 最近事業年度の取締役会出席率

代表取締役社長 樺山　玄基 100％（14/14回）

取締役 田中　佑治 100％（14/14回）

社外取締役 蓑毛　誠子（現姓：前澤） 100％（14/14回）

社外取締役 石川　大祐 （注１）

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、取引先、従業員等をはじめとした当社を取り巻く様々なステークホルダーと良好な関係を築き、地域

社会に貢献する企業となるべく、経営の健全性並びに透明性の確保に努めることを前提として企業価値を最大化

することが不可欠なものと認識しております。そのため、代表取締役社長以下、当社の経営を担う取締役等が自

らを律し、コンプライアンス経営を徹底するとともに最適な経営管理体制を構築することを通じて、コーポレー

ト・ガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。

イ．企業統治の体制とその理由

　当社は、経営の透明性・健全性の向上を図り取締役会による意思決定の迅速化を図るとともに、監査役によ

る中立的な監査のもと経営の公正性を確立することにより、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機

能するものと判断し、現在の体制を採用しております。また外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が

重要であると考えており、豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有する社外取締役及び社外監査役を選

任しております。

（取締役、取締役会）

　当社では、取締役会を株主総会に次ぐ経営上の最高意思決定機関と位置づけており、法令、定款及び取締役

会規程の定めるところにより当社の経営方針の業務執行上の重要事項を決議し、取締役の職務の執行を監督し

ております。取締役会は、取締役で構成され、議長は代表取締役社長樺山玄基であります。原則として定例取

締役会を各月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。また、迅速な意思決定が必要

となる事項が生じた場合には、書面又は電磁的記録により経営の意思決定を行うことができる旨定款に定めて

おります。

　取締役会の構成員である取締役は以下の４名で、うち２名が社外取締役であります。

代表取締役社長　　樺山　玄基

取締役　　　　　　田中　佑治

社外取締役　　　　蓑毛　誠子（現姓：前澤）

社外取締役　　　　石川　大祐

　最近事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおり

であります。

（注）１．石川大祐氏は、2024年11月28日の第20期定時株主総会において選任された新任の取締役であるた

め、最近事業年度に開催された取締役会には出席しておりません。

　取締役会における具体的な検討内容として、中期経営計画の策定及び進捗状況の報告、コーポレート・ガバ

ナンスの強化、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況の確認、経営課題への

アプローチや事業戦略推進等について、情報交換及び意見交換を行っております。
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役職 氏名 最近事業年度の指名報酬委員会出席率

取締役 田中　佑治 100％（２/２回）　（注１）

社外取締役 蓑毛　誠子 (現姓：前澤) 100％（３/３回）

社外取締役 石川　大祐 （注２）

常勤監査役 細矢　祐輔 100％（１/１回）　（注３）

社外監査役 髙橋　壮介 100％（３/３回）

（監査役、監査役会）

　監査役は、株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、監査役

で構成され、原則として毎月１回監査役会を開催しており、議長は常勤監査役細矢祐輔であります。

　監査役会は、監査役会規程、監査役監査規程に基づき、法令、定款に従い監査方針を定めるとともに、各監

査役の報告に基づき監査意見を形成してまいります。監査役会の構成員である監査役は以下の３名で、うち２

名が社外監査役であります。

常勤監査役　　細矢　祐輔

社外監査役　　森　英之

社外監査役　　髙橋　壮介

（経営会議）

　当社は、機動的かつ効率的な経営判断及び業務執行に資することを目的に、代表取締役社長樺山玄基を議長

とした、常勤取締役、執行役員及び部長以上の職位で構成される経営会議を原則毎月２回、開催しておりま

す。経営会議では経営に関する重要事項の報告・審議を行っており、経営会議に付議された議案のうち、必要

なものについては取締役会に上程されます。

（指名報酬委員会）

　当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナ

ンスの充実を図るため、2021年11月の取締役会決議で取締役会の諮問機関として、取締役田中佑治を委員長と

する任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会の構成員である取締役は以下３名、監査役は

以下１名であり、取締役のうち２名及び監査役は独立社外役員であります。

取締役　　　　田中　佑治

社外取締役　　蓑毛　誠子（現姓：前澤）

社外取締役　　石川　大祐

社外監査役　　髙橋　壮介

　最近事業年度において当社は指名報酬委員会を３回（うち１回は臨時指名報酬委員会）開催しており、個々

の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりであります。

　（注）１．田中 佑治氏は、2023年11月７日に開催された臨時指名報酬委員会における審議内容に関する特別

利害関係人に該当したため参加をしておりません。

　（注）２. 石川 大祐氏は、2024年11月28日の第20期定時株主総会において選任された新任の取締役であるた

め、最近事業年度に開催された指名報酬委員会には出席しておりません。

　（注）３．細矢 祐輔氏は、2023年11月７日に開催された臨時指名報酬委員会における審議内容に関する臨時

指名報酬委員として参加しております。

指名報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役の資質や重要な使用人の選任及び解任に関する協

議、2024年12月以降の役員報酬並びに取締役の新たな報酬決定プロセス導入に関する議論等を行い、取締役

会に提言を行っております。

（内部監査）

　当社の内部監査は、内部監査室の内部監査担当者が担当しております。内部監査担当者は、事業の適正性を

検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果

を代表取締役社長へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善のための指摘を行い、改善

状況について、後日フォローアップを実施して確認しております。
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（コンプライアンス委員会）

　当社は、コンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、原則として３ヵ月に１

回、会議を開催しております。なお、コンプライアンス委員会は当社代表取締役社長樺山玄基を委員長とし、

取締役田中佑治、常勤監査役細矢祐輔、執行役員及び部長以上の職位の者で構成されております。コンプライ

アンス委員会では、法令遵守の状況や事業運営上に関係する法令等に関する業務上の問題点等に対する対応を

報告、審議するとともに、会議を通じて法令遵守に関して従業員への教育等を図っております。また、実効性

を確保するため、同委員会で確認された問題点や課題について対処しております。従業員の構成員は全部門の

役職員より選出しており、社内全体で広く法令遵守意識の向上につながることを企図しております。

（リスク管理委員会）

　当社は、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図るためにリスク管理委員会を設置

しており、原則として３ヵ月に１回、定期的にリスク対応の進捗状況を検討することにしております。リスク

管理委員会は、当社代表取締役社長樺山玄基を委員長とし、取締役田中佑治、常勤監査役細矢祐輔、執行役員

及び部長以上の職位の者で構成されております。また、リスク評価に関しては、「リスク評価一覧表」を内部

監査室で作成して継続的にモニタリングを行い、「リスク評価報告書」をリスク管理委員会に報告する形式に

より運用しております。

（会計監査人）

　当社は和泉監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人

の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。
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ロ．コーポレート・ガバナンス体制図

　当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

③　企業統治に関するその他の事項

　当社の内部統制システムは、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、取締役会において「内部統制シス

テムに関する基本方針」及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。ま

た、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査を実施しております。加えて、管理

部長、常勤監査役及び顧問弁護士を通報窓口とする公益通報者保護窓口を設置し、組織的又は個人的な法令違

反、不正行為に関する通報等について適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止

及び早期発見を図っております。

　当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。

ａ．内部統制システムの整備の状況

１．当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　取締役会規程に基づき、取締役会を原則として月に１回開催することとし、取締役間の情報共有を図るこ

ととしております。また、代表取締役社長が議長を務め、常勤役員及びその他従業員で構成されるコンプラ

イアンス委員会を３ヵ月に１回開催し、従業員への教育を行うことによりコンプライアンスの強化を図って

おります。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報（株主総会議事録、取締役

会議事録、稟議書、契約書等）を保存・管理し、取締役、監査役及び内部監査担当者が随時閲覧できる体制

を整備しております。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスク管理規程に基づいて当社における業務を遂行する上でのリスクを分析、識別、予見し、代表取締役

社長が議長を務め、常勤役員及びその他従業員で構成されるリスク管理委員会を３ヵ月に１回開催してリス

クに迅速に対応する体制を整備しております。

　また、経営会議等の会議体において重要事項を適時に共有し、リスクへの対応を迅速に行う体制を構築

し、内部監査担当者による内部監査が、リスクを早期に識別し解消を図るための自浄作用の機能を果たして

おります。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　組織規程、稟議規程、決裁権限規程、業務分掌規程等により取締役の権限と責任や重要会議体への報告義

務を負う範囲等を明確化し、取締役の職務の執行が効率的に行われるように職務を分掌しております。重要

事項につきましては、毎月、取締役会の前に開催される経営会議において審議することで、取締役会におけ

る迅速かつ適正な意思決定を可能とする体制としております。
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５．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性

に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

　当社は、現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要に応じて監査役と協議の

うえで同使用人を配置できるものとしております。使用人を設置する場合、同使用人の監査役補助業務につ

いては監査役の指揮命令系統下に入るものとし、取締役及び他の業務執行組織の指揮命令は受けないものと

しております。

　また、監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役からの指名により決定し、同使用人の人事異動及び考

課については監査役の同意を得ることとしております。

６．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　当社の取締役及び使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査役に速やかに報告しておりま

す。また、常勤監査役は毎月開催される経営会議及び取締役会に出席することにより、取締役及び使用人が

重要な事項を報告することができる体制を整備しております。

７．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　代表取締役社長と監査役は適宜意見交換を行っております。監査役は必要に応じて、社外の弁護士、公認

会計士、その他専門家の意見を聴取することができる体制としております。また、監査役の職務の執行に関

する費用等について請求があった場合には、当該請求が監査役の職務執行に明らかに必要でないと認められ

る場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じております。

８．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社は、反社会的勢力対策規程に基づき、いかなる場合においても反社会的勢力に対し、金銭その他の経

済的利益を提供しない方針としております。また、必要に応じて警察や弁護士等の外部の専門機関と連携

し、体制の強化を図ってまいります。

ｂ．リスク管理体制の整備の状況

　当社では、事業運営上のリスクに関する事項については、毎月開催している経営会議において、各部門責任

者より経営陣に報告する体制をとっており、対応を要する事項については同会議において対応方針を決定する

とともに、重要性の高い事項については取締役会に上程され、審議する体制を整備しております。

　また、３ヵ月に１回開催しているコンプライアンス委員会にて法令遵守の状況や事業運営上に関係する法令

等に関する業務上の問題点等に対する対応を報告、審議するとともに、定例の情報伝達の場を通じて法令遵守

に関して従業員への教育等を図っております。さらに、３ヵ月に１回開催しているリスク管理委員会におい

て、識別しているリスクとその対応方針及び対応の進捗状況等について報告、審議する体制を構築しておりま

す。

ｃ．責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額として

おります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職

務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

ｄ．役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険の内容の概要

　当社は、当社の取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任

保険契約を保険会社との間で締結しています。これにより、被保険者が会社役員等の地位に基づいて行った行

為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等

を補償することとしています。なお、保険料については当社が全額を負担しています。当社は、被保険者の故

意または重大な過失に起因して生じた損害等は補償対象外とすることにより役員等の職務の執行の適正性が損

なわれないように措置を講じております。

ｅ．取締役及び監査役の責任免除

　当社は、会社法第426条第１項に基づき、取締役会の決議をもって取締役及び監査役（取締役及び監査役で

あったものを含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これ

は、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮し期待される役割を十分に果たすこ

と等を目的とするものであります。
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ｆ．取締役の定数

　当社の取締役は11名以内とする旨、定款に定めております。

ｇ．取締役及び監査役の選任の決議要件

　当社は、取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議

は、累計投票によらない旨を定款に定めております。

ｈ．中間配当

　当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によ

って毎年２月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

ｉ．自己株式の取得

　当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能

とするため、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。

ｊ．株主総会の特別決議要件

　当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議につい

て、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の

２以上をもって行う旨を定款に定めております。
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
（株）

代表取締役社長 樺山　玄基 1984年５月２日

2011年９月　㈱永代供養墓普及会入社

2017年８月　㈱日本クレーベスト（現　当社）取締役就任

2017年９月　㈱日本クレーベスト（現　当社）常務取締役

就任

2018年８月　㈱日本クレーベスト（現　当社）代表取締役

副社長就任

2019年７月　当社代表取締役社長就任（現任）

(注)３ 400,000

取締役 田中　佑治 1987年５月９日

2011年２月　有限責任 あずさ監査法人入所

2018年７月　㈱日本クレーベスト（現　当社）監査役就任

2019年７月　当社取締役経営企画室長就任

2020年９月　当社取締役就任（現任）

(注)３ －

取締役
蓑毛　誠子

（現姓：前澤）
1971年５月９日

1997年４月　本間・小松法律事務所（現　本間合同法律事

務所）入所（現任）

2018年11月　当社取締役就任（現任）

2019年６月　㈱ミマキエンジニアリング取締役就任

2021年６月　㈱ミマキエンジニアリング取締役（監査等委

員）就任（現任）

2022年８月　㈱ヒューマンテクノロジーズ監査役就任（現

任）

(注)３ －

取締役 石川　大祐 1980年４月12日

2005年12月　あずさ監査法人（現　有限責任 あずさ監査

法人）入所

2015年７月　石川公認会計士事務所代表就任（現任）

2015年９月　㈱アンドビー代表取締役就任（現任）

2016年６月　㈱アカツキ監査役就任

2018年４月　㈱ヤプリ監査役就任（現任）

2024年11月　当社取締役就任（現任）

(注)３ －

常勤監査役 細矢　祐輔 1984年10月11日

2012年６月　勝司法書士法人入所

2016年１月　㈱文鳥社入社

2016年12月　㈱Birdman入社

2020年５月　合同会社すばこ舎設立

2020年９月　当社入社内部監査室長就任

2022年９月　当社監査役就任（現任）

(注)４ －

監査役 森　英之 1962年７月20日

1985年４月　東洋エンジニアリング㈱入社

1989年10月　監査法人朝日新和会計社（現　有限責任 あ

ずさ監査法人）入所

1996年２月　㈱カンズ代表取締役就任（現任）

1996年７月　森公認会計士事務所開業代表就任（現任）

2004年５月　㈱TTC（現　㈱ＥＰメディエイト）監査役就

任

2009年１月　㈱日本クレーベスト（現　当社）監査役就任

（現任）

2014年６月　協同組合経営情報システムズ理事就任（現

任）

(注)４ －

監査役 髙橋　壮介 1978年８月23日

2004年10月　渥美総合法律事務所（現　渥美坂井法律事務

所・外国法共同事業）入所

2007年５月　弁護士法人御堂筋法律事務所入所

2013年１月　同法人パートナー就任

2015年７月　かなめ総合法律事務所開設代表就任（現任）

2015年９月　㈱JQ取締役就任（現任）

2016年５月　いちご投資顧問㈱取締役就任（現任）

2016年11月　㈱T.Sコーポレーション取締役就任

2018年11月　㈱リアライズコーポレーション取締役就任

（現任）

2019年11月　当社監査役就任（現任）

2020年９月　㈱TechVoice取締役就任

2021年６月　㈱リアライズ証券取締役就任（現任）

(注)４ －

計 400,000

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14％）
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職名 氏名

執行役員　寺院開発部長 宇賀神　建一

　（注）１．取締役蓑毛誠子（現姓：前澤）、石川大祐は社外取締役であります。

２．監査役森英之、髙橋壮介は社外監査役であります。

３．任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まで

であります。

４．任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2028年８月期に係る定時株主総会終結の時まで

であります。

５．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制

度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

②　社外役員の状況

　本書提出日現在において、当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役については、経営に対して公正・中立な立場から提言を行い、取締役会のガバナンス機能を強化す

ることを目的として選任しております。

　社外取締役の蓑毛誠子は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関して幅広い知見があることから、その知

識と経験に基づき議案の審議等に関して適宜助言や提言を行っております。なお、同氏と当社との間で人的関

係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の石川大祐は、公認会計士の資格を有しているほか、上場企業の役員経験を通じたコーポレート・

ガバナンスに関する幅広い知見を有していることから、その知識と経験に基づき議案の審議等に関して適宜助言

や提言を行っております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はあ

りません。

　社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮することが可能であると考え

ており、監査役の過半数を社外監査役とすることで、監査役会による監視体制が有効に機能していると判断して

おります。

　社外監査役の森英之は、公認会計士の資格を有しており、企業会計に関して幅広い知見があることから、その

知識と経験に基づき議案の審議等に関して適宜助言や提言を行っております。同氏は、当社潜在株式18,000株を

保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませ

ん。

　社外監査役の髙橋壮介は弁護士の資格を有しており、企業法務に関して幅広い知見があることから、その知識

と経験に基づき議案の審議等に関して適宜助言や提言を行っております。なお、同氏と当社との間で人的関係、

資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは

ありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣から独立した立場で社外役員とし

ての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　当社では、社外取締役と社外監査役による監督又は監査、監査役による監査と内部監査及び会計監査人による

監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。

　社外取締役は、取締役会において経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に有益な助言等を行っており、内

容に応じて内部監査の実施状況の報告を受けるなどしております。

　社外監査役は、取締役会及び監査役会において、書類等の閲覧をした上で常勤監査役の監査情報を聴取するこ

とにより、広い経営的視野から状況の把握に努め、ガバナンスの監視を行っています。また、内部監査担当者並

びに会計監査人等からの報告や意見交換等連携を通じて、監査の実効性を高めています。

　監査役会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度

内部監査室と監査役との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。また監査役会及

び内部監査室と監査法人との連携につきましては、四半期に１度の頻度で監査法人の報告会に出席し意見交換を

行うほか、必要に応じて適宜意見交換を行うなど、三様監査を主体としております。
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役職名 氏名 開催回数 出席回数

常勤監査役 細矢　祐輔 13回 13回

社外監査役 森　英之 13回 13回

社外監査役 髙橋　壮介 13回 13回

（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

　監査役監査につきましては、常勤監査役が経営会議やその他の会議体に出席し、日々の業務執行に対して牽制

機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握した上で、原則月１回開催される監査役会において各監査役に

情報を共有しております。また、各監査役が取締役会に出席し、取締役会の審議事項に対する見解を述べること

を通じて取締役の職務執行の牽制を図っております。さらに、監査役は内部統制システムの構築状況とその運用

の適切性を監査項目として監査を実施しており、当該監査が実効性をもって実施されるように監査役会は監査方

針や監査計画等を決定しております。

　常勤監査役は、取締役会のほか、会社経営上重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締

役の業務執行を監視できる体制となっております。詳細は、「(1）コーポレート・ガバナンスの概要　②　企業

統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由　イ．企業統治の体制とその理由」をご参照ください。また、監

査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的か

つ網羅的な監査を実施しております。さらに、会計監査人や内部監査担当者との情報及び意見交換を行い、相互

の連携を図りながら監査の実効性の強化を図っております。

　最近事業年度において当社は13回の監査役会を開催しており、各監査役の監査役会への出席状況は以下のとお

りです。

　監査役会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画の策定、各監査役の監査業務の報告のほ

か、リスク認識についてのディスカッション、内部監査の実施状況の確認、内部統制システムの整備・運用状

況、経営に関するリスクマネジメント状況について、情報交換及び意見交換を行っております。

②　内部監査の状況

　内部監査については、内部監査室が内部監査を担当（内部監査責任者１名）しております。内部監査責任者は

事業年度末に年度の内部監査計画を作成し、翌事業年度に計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果

の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を代表取締役社長に行っております。また、監査

役会は内部監査責任者より監査計画、監査の内容、監査結果等について適宜報告を受け、情報交換及び意見交換

を行っております。また、内部監査の実効性を確保するための取組みとして、代表取締役社長への報告に加え、

定期的な監査役会への報告を行っているほか、必要に応じて取締役会への報告を行っております。

　監査役会、内部監査責任者、会計監査人の連携状況（三様監査の状況）としては、定期及び必要な都度の情報

共有、意見交換を実施するとともに、内部統制に係わる各部署から必要な情報提供を受けて、内部統制に関する

事項について意見交換を行っております。

③　会計監査の状況

イ．監査法人の名称

和泉監査法人

ロ．継続監査期間

2023年８月期以降の２年間

ハ．業務を執行した公認会計士

業務執行社員　　加藤　雅之

業務執行社員　　石田　真也

業務執行社員　　大橋　徹也

　継続関与年数については、全員７年以内であります。

ニ．監査業務に係る補助者の構成

　当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、その他２名であります。
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最近事業年度の前事業年度 最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

12,000 5,500 13,000 －

ホ．監査法人の選定方針と理由

　監査公認会計士等を選任するにあたっては、当社の監査役会規程の「会計監査人の選解任に関する決定等」

に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行

い、判断しております。

へ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

　当社の監査役会は、監査法人に対してその会計監査の有効性に関し毎期評価を行っております。

　監査役会は、和泉監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況

を把握しております。

　その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。

④　監査報酬の内容等

イ．監査公認会計士等に対する報酬

（最近事業年度の前事業年度）

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「2023年８月期期首残高検証の

ための財務調査業務」であります。

（最近事業年度）

　該当事項はありません。

ロ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（イ．を除く）

　該当事項はありません。

ハ．その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

ニ．監査報酬の決定方針

　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監

査内容、監査日数等について、当社の企業規模や業務内容等を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て

適切に決定しております。

ホ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　当社の監査役会は、会計監査人の報酬等の決定手続、監査計画の内容、過去の監査時間及び実績時間の推移

等に照らし、会計監査人の妥当性を判断しております。
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役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）固定報酬 賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く）
75,600 75,600 － － 3

監査役

（社外監査役を除く）
7,050 7,050 － － 1

社外役員 12,000 12,000 － － 4

（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　取締役及び監査役の報酬等は、月額報酬（固定）のみで構成されております。報酬の決定に際しては、業績の

状況を前提に、業務執行を行う役員については、各担当責任部門における職責及び各人の業績等を勘案し、株主

総会の決議により定められるそれぞれの報酬総額の限度内で、取締役の報酬は取締役会決議に基づき、指名報酬

委員会の提言・助言を踏まえて代表取締役社長が決定し、監査役の報酬は監査役間の協議にて決定しておりま

す。

　当社の取締役の報酬等は、2019年７月１日に開催された臨時株主総会決議により、年額200百万円以内とされ

ています。最近事業年度の当社の取締役の報酬等の額の決定においては、2024年11月28日に開催された臨時取締

役会にて、任意の機関として設置し過半数が独立役員から構成される指名報酬委員会の助言及び提言に基づき、

株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、業績の状況、経営環境等を勘案し、報酬等の妥当性につい

て審議し、その内容を踏まえて代表取締役社長に一任しております。なお、代表取締役社長に一任する理由につ

いては、当社全体の業績等を俯瞰し各取締役の評価を行うことに関して代表取締役社長が最も適していると判断

しているためであります。

　監査役の報酬等は、2019年11月26日に開催された定時株主総会により、年額50百万円以内とされています。各

監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査役間の協議にて決定しております。

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

③　提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

　報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

　該当事項はありません。

（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、保有目的が純投資目的及び純投資目的以外の株式のいずれも保有しておりません。

②　保有目的が純投資目的以外の投資株式

　該当事項はありません。

③　保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づ

いて作成しております。

(2）当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に

基づいて作成しております。なお、当社の中間財務諸表は、第１種中間財務諸表であります。

２．監査証明について

(1）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（2022年９月１日から2023年８月31日

まで）及び当事業年度（2023年９月１日から2024年８月31日まで）の財務諸表について、和泉監査法人により監査

を受けております。

(2）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（2024年９月１日から2025年２月28

日まで）の中間財務諸表について、和泉監査法人により期中レビューを受けております。

３．連結財務諸表及び中間連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表及び中間連結財務諸表を作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、会計基準の変更等についても的確に対応することができる体制を整備するため、外部研修等への参加

や社内研修を行っております。
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（単位：千円）

前事業年度
（2023年８月31日）

当事業年度
（2024年８月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,552,534 1,970,955

売掛金 7,197 12,437

貯蔵品 10,543 9,907

前払費用 13,949 12,858

未収法人税等 7,369 －

未収消費税等 18,825 －

その他 1,033 1,488

流動資産合計 1,611,454 2,007,647

固定資産

有形固定資産

建物 26,305 31,532

減価償却累計額 △13,555 △18,906

建物（純額） 12,749 12,626

構築物 76 76

減価償却累計額 △76 △76

構築物（純額） － －

工具、器具及び備品 32,520 39,662

減価償却累計額 △23,142 △27,874

工具、器具及び備品（純額） 9,378 11,787

リース資産 5,807 5,807

減価償却累計額 － △967

リース資産（純額） 5,807 4,839

建設仮勘定 9,075 18,150

有形固定資産合計 37,009 47,403

無形固定資産

ソフトウエア 8,468 7,943

ソフトウエア仮勘定 － 825

リース資産 3,602 2,770

無形固定資産合計 12,070 11,539

投資その他の資産

長期前払費用 783,606 922,604

繰延税金資産 62,159 129,984

その他 181,385 183,406

貸倒引当金 △30,268 △30,268

投資その他の資産合計 996,883 1,205,727

固定資産合計 1,045,963 1,264,670

資産合計 2,657,418 3,272,318

１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
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（単位：千円）

前事業年度
（2023年８月31日）

当事業年度
（2024年８月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 113,839 11,789

１年内償還予定の社債 10,000 10,000

リース債務 1,973 1,976

未払金 93,682 139,210

未払費用 21,846 25,657

未払法人税等 － 184,064

未払消費税等 － 66,914

前受金 6,211 7,627

賞与引当金 14,808 124,542

移設支援費用引当金 － 23,850

その他 4,151 3,608

流動負債合計 266,512 599,240

固定負債

社債 10,000 －

リース債務 8,378 6,401

長期前受収益 9,058 9,058

長期預り金 111,821 108,602

役員退職慰労引当金 12,506 12,506

固定負債合計 151,764 136,569

負債合計 418,276 735,809

純資産の部

株主資本

資本金 20,000 20,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 2,219,141 2,516,508

利益剰余金合計 2,219,141 2,516,508

株主資本合計 2,239,141 2,536,508

純資産合計 2,239,141 2,536,508

負債純資産合計 2,657,418 3,272,318
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（単位：千円）

当中間会計期間
（2025年２月28日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,804,045

売掛金 9,204

貯蔵品 9,726

その他 24,365

流動資産合計 1,847,342

固定資産

有形固定資産 44,521

無形固定資産 8,896

投資その他の資産

長期前払費用 1,113,535

その他 309,353

貸倒引当金 △30,268

投資その他の資産合計 1,392,619

固定資産合計 1,446,037

資産合計 3,293,379

負債の部

流動負債

買掛金 11,049

１年内償還予定の社債 5,000

未払金 128,877

未払法人税等 125,344

未払消費税等 23,409

賞与引当金 99,752

移設支援費用引当金 23,850

その他 37,814

流動負債合計 455,097

固定負債

役員退職慰労引当金 12,506

その他 120,660

固定負債合計 133,167

負債合計 588,264

純資産の部

株主資本

資本金 20,000

利益剰余金 2,685,115

株主資本合計 2,705,115

純資産合計 2,705,115

負債純資産合計 3,293,379

【中間貸借対照表】
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（単位：千円）

前事業年度
（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

売上高 ※１ 1,928,589 ※１ 2,376,316

売上原価 621,369 754,799

売上総利益 1,307,219 1,621,516

販売費及び一般管理費 ※２ 900,032 ※２ 1,115,375

営業利益 407,187 506,141

営業外収益

受取利息 17 166

補助金収入 － 444

受取手数料 － 275

債務免除益 85 －

受取保険金 295 －

その他 72 617

営業外収益合計 471 1,503

営業外費用

支払利息 5 12

社債利息 174 114

雑損失 202 －

営業外費用合計 382 127

経常利益 407,276 507,517

特別損失

減損損失 － ※３ 38,058

移設支援費用引当金繰入額 － 23,850

特別損失合計 － 61,908

税引前当期純利益 407,276 445,608

法人税、住民税及び事業税 64,008 216,067

法人税等調整額 67,397 △67,825

法人税等合計 131,405 148,242

当期純利益 275,870 297,366

②【損益計算書】
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前事業年度
（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 43,769 7.0 50,240 6.7

Ⅱ　労務費 151,282 24.4 202,717 26.8

Ⅲ　経費 ※ 426,317 68.6 501,842 66.5

当期売上原価 621,369 100.0 754,799 100.0

項目
前事業年度

（自　2022年９月１日
至　2023年８月31日）

当事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

長期前払費用償却（千円） 173,191 232,297

広告宣伝費（千円） 189,796 219,116

【売上原価明細書】

　（注）※　主な内訳は次のとおりであります。
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（単位：千円）

当中間会計期間
（自　2024年９月１日

至　2025年２月28日）

売上高 1,400,424

売上原価 424,172

売上総利益 976,251

販売費及び一般管理費 ※ 563,395

営業利益 412,856

営業外収益

受取利息 940

その他 235

営業外収益合計 1,176

営業外費用

支払利息 5

社債利息 40

雑損失 35

営業外費用合計 81

経常利益 413,951

税引前中間純利益 413,951

法人税等 125,344

中間純利益 288,606

【中間損益計算書】
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（単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 20,000 1,943,271 1,943,271 1,963,271 1,963,271

当期変動額

当期純利益 275,870 275,870 275,870 275,870

当期変動額合計 － 275,870 275,870 275,870 275,870

当期末残高 20,000 2,219,141 2,219,141 2,239,141 2,239,141

（単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 20,000 2,219,141 2,219,141 2,239,141 2,239,141

当期変動額

当期純利益 297,366 297,366 297,366 297,366

当期変動額合計 － 297,366 297,366 297,366 297,366

当期末残高 20,000 2,516,508 2,516,508 2,536,508 2,536,508

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）
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（単位：千円）

前事業年度
（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 407,276 445,608

減価償却費 12,649 16,189

長期前払費用償却額 173,191 232,297

減損損失 － 38,058

賞与引当金の増減額（△は減少） 718 109,734

移設支援費用引当金の増減額（△は減少） － 23,850

受取利息 △17 △166

支払利息及び社債利息 179 127

補助金収入 － △444

売上債権の増減額（△は増加） △195 △5,239

仕入債務の増減額（△は減少） 5,565 △4,334

前払費用の増減額（△は増加） 3,176 1,091

未払金の増減額（△は減少） △124,871 44,480

未払費用の増減額（△は減少） 2,919 3,810

長期預り金の増減額（△は減少） 28,170 △3,218

未収消費税等の増減額（△は増加） △22,486 26,473

未払消費税等の増減額（△は減少） △967 59,267

その他 △38,543 △1,780

小計 446,765 985,804

利息の受取額 17 166

利息の支払額 △179 △127

補助金の受取額 － 444

法人税等の支払額 △133,680 △24,633

営業活動によるキャッシュ・フロー 312,923 961,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △16,191 △21,112

無形固定資産の取得による支出 △796 △3,725

長期前払費用の取得による支出 △486,717 △506,421

投資活動によるキャッシュ・フロー △503,704 △531,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

リース債務の返済による支出 △994 △1,973

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,994 △11,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △201,776 418,420

現金及び現金同等物の期首残高 1,754,310 1,552,534

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,552,534 ※ 1,970,955

④【キャッシュ・フロー計算書】
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（単位：千円）

当中間会計期間
（自　2024年９月１日

至　2025年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 413,951

減価償却費 9,163

長期前払費用償却額 138,262

受取利息 △940

支払利息及び社債利息 45

売上債権の増減額（△は増加） 3,232

仕入債務の増減額（△は減少） △11,872

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,790

前払費用の増減額（△は増加） △9,984

未払金の増減額（△は減少） △9,867

未払費用の増減額（△は減少） △1,747

未払消費税等の増減額（△は減少） △43,504

長期預り金の増減額（△は減少） △3,402

その他 5,853

小計 464,399

利息の受取額 940

利息の支払額 △45

法人税等の支払額 △184,064

営業活動によるキャッシュ・フロー 281,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,816

無形固定資産の取得による支出 △275

長期前払費用の取得による支出 △318,060

投資活動によるキャッシュ・フロー △322,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出 △5,000

配当金の支払額 △120,000

リース債務の返済による支出 △987

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △166,910

現金及び現金同等物の期首残高 1,970,955

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,804,045

【中間キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（重要な会計方針）

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　　最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物　　　　　　　　定額法

構築物　　　　　　　定額法

工具、器具及び備品　定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　２～17年

構築物　　　　　　　10年

工具、器具及び備品　３～８年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零円とする定額法を採用しております。

３．長期前払費用

　主として永代供養墓の建立費用であり、効果の及ぶ期間を見積り定額法（５年）を採用しております。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。なお、2021年２月16日の取締役会決議をもって役員退職慰労金の積立てを停止しており、当事業年

度末の役員退職慰労引当金残高は、役員退職慰労金の積立てを行っていた期間中から在任している役員

に対する支給見込み額であります。

５．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　寺院コンサルティング事業は、寺院の委託により、永代供養墓の募集代行、販売代理代金回収業務及び

墓地使用許可書の発行に関するサービスの提供が履行義務であり、使用許可書の発行が完了した一時点に

おいて、代理人取引として純額で収益を認識しております。

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　　最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物　　　　　　　　定額法

工具、器具及び備品　定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　２～17年

工具、器具及び備品　３～８年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零円とする定額法を採用しております。

３．長期前払費用

　主として永代供養墓の建立費用であり、効果の及ぶ期間を見積り定額法（５年）を採用しております。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。なお、2021年２月16日の取締役会決議をもって役員退職慰労金の積立てを停止しており、当事業年

度末の役員退職慰労引当金残高は、役員退職慰労金の積立てを行っていた期間中から在任している役員

に対する支給見込み額であります。

(4）移設支援費用引当金

　提携していた寺院の墓地の移設に関する支援費用の支出に備えるため、支出の見込額を計上しており

ます。

５．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　寺院コンサルティング事業は、寺院の委託により、永代供養墓の募集代行、販売代理代金回収業務及び

墓地使用許可書の発行に関するサービスの提供が履行義務であり、使用許可書の発行が完了した一時点に

おいて、代理人取引として純額で収益を認識しております。

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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（重要な会計上の見積り）

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

１．寺院等に係る長期前払費用等の減損損失

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

寺院等に係る長期前払費用等　　　795,614千円

当事業年度に計上した減損損失　　　　 －〃

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　①　算出方法

　当社は、管理会計上の単位である提携寺院を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フロー

を生み出す最小単位でグルーピングをしております。また、本社等の事務所については、独立したキャ

ッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。

　減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産または資産グループから得られる割引

前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として計上することとしております。ただし、将来の収入の不確実性が高い資産

グループに係る資産の帳簿価額の回収可能性については、使用価値を零とし、帳簿価額を減損損失とし

て特別損失に計上することとしております。

②　主要な仮定

　資産または資産グループごとの将来キャッシュ・フローを見積もるにあたっての主要な仮定は、将来

の永代供養墓利用者の成約額や広告宣伝費、人件費等の予測であります。将来の永代供養墓利用者の成

約額や広告宣伝費、人件費については、過去実績などをもとに見積っております。

③　翌事業年度の財務諸表に与える影響

　上記の主要な仮定は、事業戦略の変更や経済的な外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、将

来キャッシュ・フローの見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において減損損失が発生す

る可能性があります。

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

１．寺院等に係る長期前払費用等の減損損失

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

寺院等に係る長期前払費用等　　　934,326千円

当事業年度に計上した減損損失　　 38,058〃

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　①　算出方法

　当社は、管理会計上の単位である提携寺院を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フロー

を生み出す最小単位でグルーピングをしております。また、本社等の事務所については、独立したキャ

ッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。

　減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産または資産グループから得られる割引

前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として計上することとしております。ただし、将来の収入の不確実性が高い資産

グループに係る資産の帳簿価額の回収可能性については、使用価値を零とし、帳簿価額を減損損失とし

て特別損失に計上することとしております。

②　主要な仮定

　資産または資産グループごとの将来キャッシュ・フローを見積もるにあたっての主要な仮定は、将来

の永代供養墓利用者の成約額や広告宣伝費、人件費等の予測であります。将来の永代供養墓利用者の成

約額や広告宣伝費、人件費については、過去実績などをもとに見積っております。

③　翌事業年度の財務諸表に与える影響

　上記の主要な仮定は、事業戦略の変更や経済的な外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、将

来キャッシュ・フローの見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表において減損損失が発生す

る可能性があります。
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（会計方針の変更）

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

時価の算定に関する会計基準等の適用

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下、

「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27

－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわた

って適用することとしております。

　なお、財務諸表に与える影響はございません。

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度
（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

広告宣伝費 131,896千円 148,968千円

役員報酬 108,450 94,650

給料手当 215,010 243,110

賞与引当金繰入額 14,808 103,130

減価償却費 9,171 11,447

場所 用途 種類 減損損失（千円）

埼玉県 事業用資産 長期前払費用 11,970

福岡県 事業用資産

建物

工具、器具及び備品

長期前払費用

14,284

佐賀県 事業用資産
工具、器具及び備品

長期前払費用
11,803

（損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、すべて顧客との契約から生じる収益の金額であり、顧客との契約から生じる収益以

外の収益は含まれておりません。

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度21％、当事業年度20％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度79％、当事業年度80％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※３　減損損失

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　当事業年度においては、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　当社は、管理会計上の単位である提携寺院を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フロー

を生み出す最小単位でグルーピングをしております。また、本社等の事務所については、独立したキャ

ッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。

　減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産または資産グループから得られる割引

前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として計上することとしております。ただし、将来の収入の不確実性が高い資産

グループに係る資産の帳簿価額の回収可能性については、使用価値を零とし、帳簿価額を減損損失とし

て特別損失に計上しております。

　当事業年度において営業活動から生じる利益が継続してマイナスとなっている、あるいは継続してマ

イナスとなる見込みの資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

38,058千円を減損損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物156千円、工具、器具及

2025/05/22 9:17:41／25234784_株式会社エータイ_有価証券届出書（新規公開）

- 73 -



び備品490千円及び長期前払費用37,411千円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は使用価値を使用しておりますが、将来のキャッシュ・フローの見積

額がマイナスであるため、帳簿価額全額を減損損失としており、割引計算は行っておりません。
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株式の種類
当事業年度期首株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 4,000,000 － － 4,000,000

合計 4,000,000 － － 4,000,000

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

内訳
新株予約権の目的と
なる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

当事業年度
期首

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

第１回ストックオプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

第２回ストックオプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

第３回ストックオプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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株式の種類
当事業年度期首株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 4,000,000 － － 4,000,000

合計 4,000,000 － － 4,000,000

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

内訳
新株予約権の目的と
なる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

当事業年度
期首

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

第１回ストックオプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

第２回ストックオプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

第３回ストックオプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

第４回ストックオプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2024年11月28日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 120,000 30 2024年８月31日 2024年11月29日

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

前事業年度
（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

現金及び預金勘定 1,552,534千円 1,970,955千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 1,552,534 1,970,955

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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（単位：千円）

当事業年度
（2023年８月31日）

１年内 12,665

１年超 18,244

合計 30,909

（単位：千円）

当事業年度
（2024年８月31日）

１年内 13,463

１年超 31,007

合計 44,470

（リース取引関係）

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

無形固定資産

　本社における会計システム（ソフトウエア）であります。

②　リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

無形固定資産

　本社における会計システム（ソフトウエア）であります。

②　リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

リース債務（※４） 10,351 10,297 △54

社債（※５） 20,000 19,862 △137

負債計 30,351 30,160 △191

（金融商品関係）

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社は必要な資金を主に自己資金により賄っております。また、資金運用については安全性の高い金

融資産に限定しており、投機的な取引は行わない方針です。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）に晒されており

ますが、個々の金額は少額であり、また、回収期間が短期間であることからリスクは限定的です。

　営業債務である買掛金並びに未払金は、そのほとんどが１年以内に決済または納付期限が到来するも

のであります。これらは流動性リスク（支払期日に支払いを実現できなくなるリスク）に晒されており

ますが、当社は資金繰り予測を作成する等の方法により管理しております。

　営業債務である長期預り金は、顧客が「終活」の一環として没後の葬儀に備えて生前において準備し

当社に預け入れた葬儀に関する費用の額であり、流動性リスク（支払期日に支払いを実現できなくなる

リスク）に晒されております。

　社債及びファイナンス・リース取引に係る債務は、主として設備投資に係る資金調達を目的としたも

のであります。社債の償還期間は５年、またリース債務の返済期間は最長で５年となっております。社

債については、金利の変動リスクに晒されております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスクの管理

　当社は、取引先に対する売掛金が発生した場合には、社内規程に従い、取引先ごとの期日管理及び

残高管理を行うとともに、信用状況を定期的に把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把

握や軽減を図る体制としております。

②　資金調達に係る流動性リスクの管理

　当社は、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、手許流動性について早期把握やリスク

軽減に向けた管理をしております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　（※１）　現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ものであることから、記載を省略しております。

　（※２）　売掛金、未収法人税等、未収消費税等、買掛金及び未払金については、短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　（※３）　長期預り金（帳簿価額111,821千円）については、葬儀の実施時期を合理的に見積もることが困難であるた

め、上記の表に含めておりません。

　（※４）　一年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。

　（※５）　一年内償還予定の社債を含めて表示しております。
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,552,534 － － －

売掛金 7,197 － － －

合計 1,559,732 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

リース債務 1,973 1,976 1,979 1,981 1,372 1,068

社債 10,000 10,000 － － － －

合計 11,973 11,976 1,979 1,981 1,372 1,068

時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債務 － 10,297 － 10,297

社債 － 19,862 － 19,862

負債計 － 30,160 － 30,160

（注１）　金銭債権の決算日後の償還予定額

（注２）　リース債務及び社債の決算日後の返済予定額

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時間の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位がもっとも低いレベルに時価を分類しておりま

す。

(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

　（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

リース債務及び社債

元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル２の時

価に分類しております。
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貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

リース債務（※４） 8,378 8,287 △90

社債（※５） 10,000 9,928 △71

負債計 18,378 18,215 △162

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社は必要な資金を主に自己資金により賄っております。また、資金運用については安全性の高い金

融資産に限定しており、投機的な取引は行わない方針です。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）に晒されており

ますが、個々の金額は少額であり、また、回収期間が短期間であることからリスクは限定的です。

　営業債務である買掛金、未払金並びに未払法人税等、未払消費税等は、そのほとんどが１年以内に決

済または納付期限が到来するものであります。これらは流動性リスク（支払期日に支払いを実現できな

くなるリスク）に晒されておりますが、当社は資金繰り予測を作成する等の方法により管理しておりま

す。

　営業債務である長期預り金は、顧客が「終活」の一環として没後の葬儀に備えて生前において準備し

当社に預け入れた葬儀に関する費用の額であり、流動性リスク（支払期日に支払いを実現できなくなる

リスク）に晒されております。

　社債及びファイナンス・リース取引に係る債務は、主として設備投資に係る資金調達を目的としたも

のであります。社債の償還期間は５年、またリース債務の返済期間は最長で５年となっております。社

債については、金利の変動リスクに晒されております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスクの管理

　当社は、取引先に対する売掛金が発生した場合には、社内規程に従い、取引先ごとの期日管理及び

残高管理を行うとともに、信用状況を定期的に把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把

握や軽減を図る体制としております。

②　資金調達に係る流動性リスクの管理

　当社は、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、手許流動性について早期把握やリスク

軽減に向けた管理をしております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　（※１）　現金及び預金については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ものであることから、記載を省略しております。

　（※２）　売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　（※３）　長期預り金（帳簿価額108,602千円）については、葬儀の実施時期を合理的に見積もることが困難であるた

め、上記の表に含めておりません。

　（※４）　一年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。

　（※５）　一年内償還予定の社債であります。
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,970,955 － － －

売掛金 12,437 － － －

合計 1,983,392 － － －

１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

リース債務 1,976 1,979 1,981 1,372 1,068 －

社債 10,000 － － － － －

合計 11,976 1,979 1,981 1,372 1,068 －

時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債務 － 8,287 － 8,287

社債 － 9,928 － 9,928

負債計 － 18,215 － 18,215

（注１）　金銭債権の決算日後の償還予定額

（注２）　リース債務及び社債の決算日後の返済予定額

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時間の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位がもっとも低いレベルに時価を分類しておりま

す。

(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

　（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

リース債務及び社債

元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル２の時

価に分類しております。
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第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 2018年８月10日 2019年７月25日 2020年８月31日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　６名

当社取締役　３名

当社監査役　２名

当社従業員　18名

当社取締役　１名

当社監査役　１名

当社従業員　26名

株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
普通株式　39,000株 普通株式　98,500株 普通株式　34,500株

付与日 2018年８月10日 2019年９月20日 2020年９月１日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況　

１　株式等の状況　(2）新

株予約権等の状況　①　ス

トックオプション制度の内

容」に記載のとおりであり

ます。

「第４　提出会社の状況　

１　株式等の状況　(2）新

株予約権等の状況　①　ス

トックオプション制度の内

容」に記載のとおりであり

ます。

「第４　提出会社の状況　

１　株式等の状況　(2）新

株予約権等の状況　①　ス

トックオプション制度の内

容」に記載のとおりであり

ます。

対象勤務期間
対象期間の定めはありませ

ん。

対象期間の定めはありませ

ん。

対象期間の定めはありませ

ん。

権利行使期間
自　2020年８月11日

至　2028年８月10日

自　2021年７月26日

至　2029年７月25日

自　2022年９月１日

至　2030年８月31日

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 2018年８月10日 2019年７月25日 2020年８月31日

権利確定前 （株）

前事業年度末 19,000 74,000 32,500

付与 － － －

失効 10,000 1,000 2,500

権利確定 － － －

未確定残 9,000 73,000 30,000

権利確定後 （株）

前事業年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 － － －

（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

　（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．2021年３月３日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年４月２日付で普通株式１株につき２株の割合で

株式分割を行っておりますが、上記株式数は分割後の株式数で記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（2023年８月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ

ョンの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

　（注）　2021年３月３日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年４月２日付で普通株式１株につき２株の割合で株
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第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 2018年８月10日 2019年７月25日 2020年８月31日

権利行使価格 （円） 105 182 292

行使時平均株価 （円） － － －

付与日における公正な

評価単価
（円） － － －

式分割を行っておりますが、上記株式数は分割後の株式数で記載しております。

②　単価情報

　（注）　2021年３月３日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年４月２日付で普通株式１株につき２株の割合で株

式分割を行っておりますが、上記権利行使価格は分割後の価格で記載しております。

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの

本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の

評価方法は、純資産価額方式で算出しております。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を

採用しております。

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的

価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源

的価値の合計額

(1）当事業年度末における本源的価値の合計額

39,705千円

(2）当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

－千円
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第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

決議年月日 2018年８月10日 2019年７月25日 2020年８月31日 2024年４月15日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　６名

当社取締役　３名

当社監査役　２名

当社従業員　18名

当社取締役　１名

当社監査役　１名

当社従業員　26名

当社監査役　１名

当社従業員　18名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）
普通株式　39,000株 普通株式　98,500株 普通株式　34,500株 普通株式　15,250株

付与日 2018年８月10日 2019年９月20日 2020年９月１日 2024年４月16日

権利確定条件

「第４　提出会社の

状況　１　株式等の

状況　(2）新株予約

権等の状況　①　ス

トックオプション制

度の内容」に記載の

とおりであります。

「第４　提出会社の

状況　１　株式等の

状況　(2）新株予約

権等の状況　①　ス

トックオプション制

度の内容」に記載の

とおりであります。

「第４　提出会社の

状況　１　株式等の

状況　(2）新株予約

権等の状況　①　ス

トックオプション制

度の内容」に記載の

とおりであります。

「第４　提出会社の

状況　１　株式等の

状況　(2）新株予約

権等の状況　①　ス

トックオプション制

度の内容」に記載の

とおりであります。

対象勤務期間
対象期間の定めはあ

りません。

対象期間の定めはあ

りません。

対象期間の定めはあ

りません。

対象期間の定めはあ

りません。

権利行使期間
自　2020年８月11日

至　2028年８月10日

自　2021年７月26日

至　2029年７月25日

自　2022年９月１日

至　2030年８月31日

自　2026年４月16日

至　2034年４月15日

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

決議年月日 2018年８月10日 2019年７月25日 2020年８月31日 2024年４月15日

権利確定前 （株）

前事業年度末 9,000 73,000 30,000 －

付与 － － － 15,250

失効 － 15,500 250 －

権利確定 － － － －

未確定残 9,000 57,500 29,750 15,250

権利確定後 （株）

前事業年度末 － － － －

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 － － － －

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

　（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．2021年３月３日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年４月２日付で普通株式１株につき２株の割合で

株式分割を行っておりますが、上記株式数は分割後の株式数で記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（2024年８月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ

ョンの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

　（注）　2021年３月３日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年４月２日付で普通株式１株につき２株の割合で株
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第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

決議年月日 2018年８月10日 2019年７月25日 2020年８月31日 2024年４月15日

権利行使価格 （円） 105 182 292 1,316

行使時平均株価 （円） － － － －

付与日における公正

な評価単価
（円） － － － －

式分割を行っておりますが、上記株式数は分割後の株式数で記載しております。

②　単価情報

　（注）　2021年３月３日開催の臨時取締役会の決議に基づき、2021年４月２日付で普通株式１株につき２株の割合で株

式分割を行っておりますが、上記権利行使価格は分割後の価格で記載しております。

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの

本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の

評価方法は、第１回から第３回までは純資産価額方式、第４回はＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッ

シュ・フロー法）で算出しております。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を

採用しております。

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的

価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源

的価値の合計額

(1）当事業年度末における本源的価値の合計額

106,568千円

(2）当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

－千円
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前事業年度
（2023年８月31日）

当事業年度
（2024年８月31日）

繰延税金資産

未払事業税 －千円 16,473千円

減損損失 7,008 15,560

減価償却超過額 28,241 28,328

役員退職慰労引当金 4,327 3,829

賞与引当金 5,123 38,134

移設支援費用引当金 － 7,302

前受収益 3,134 2,773

貸倒引当金 10,472 9,268

その他 3,880 8,312

繰延税金資産小計 62,188 129,984

評価性引当額 － －

繰延税金資産合計 62,188 129,984

繰延税金負債

未収事業税 △29 －

繰延税金負債合計 △29 －

繰延税金資産（負債）の純額 62,159 129,984

前事業年度
（2023年８月31日）

当事業年度
（2024年８月31日）

法定実効税率 34.6％ 34.6％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0 0.2

法人税額の特別控除 △1.8 △4.4

実効税率の差異 － 3.8

その他 △0.5 △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.3 33.3

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

（資産除去債務関係）

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

　当社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識して

おりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　なお、当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収

が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する

方法によっております。

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　当社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識して

おりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　なお、当事業年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収

が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する

方法によっております。
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項目 当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 7,002

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 7,197

契約負債（期首残高） 17,596

契約負債（期末残高） 15,269

（収益認識関係）

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概

ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、注記の記載を省略しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、（重要な会計方針）「５．収益及び費用の計上基準」に記載

のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業

年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期

に関する情報

(1）契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高

　顧客との契約から生じた債権は、貸借対照表において「売掛金」と表示しております。

　契約負債は、顧客及び寺院からの前受金であり、貸借対照表において前受金及び前受収益に計上して

おります。当事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は8,538千

円であります。

　過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から当事業年度に認識した収益（主に取引価格

の変動）の額はありません。

(2）残存履行義務に配分した取引価格

　個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の簡便法を適用し、残存履行義務

に関する情報の記載を省略しております。
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項目 当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 7,197

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 12,437

契約負債（期首残高） 15,269

契約負債（期末残高） 16,685

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概

ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、注記の記載を省略しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、（重要な会計方針）「５．収益及び費用の計上基準」に記載

のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業

年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期

に関する情報

(1）契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高

　顧客との契約から生じた債権は、貸借対照表において「売掛金」と表示しております。

　契約負債は、顧客及び寺院からの前受金であり、貸借対照表において前受金及び前受収益に計上して

おります。当事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、6,211

千円であります。

　過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から当事業年度に認識した収益（主に取引価格

の変動）の額はありません。

(2）残存履行義務に配分した取引価格

　個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の簡便法を適用し、残存履行義務

に関する情報の記載を省略しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

　当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

　特定の顧客に対する売上高で、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、該当事項

はありません。

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

　特定の顧客に対する売上高で、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、該当事項

はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　該当事項はありません。
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

関連当事者との取引

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

関連当事者との取引

　該当事項はありません。

前事業年度
（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

１株当たり純資産額 559.79円 634.13円

１株当たり当期純利益 68.97円 74.34円

前事業年度
（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当期純利益（千円） 275,870 297,366

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 275,870 297,366

普通株式の期中平均株式数（株） 4,000,000 4,000,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要

新株予約権３種類（新株予約権の数

56,000個（普通株式112,000

株））。

なお、新株予約権の概要は「第４　

提出会社の状況　１　株式等の状況　

(2）新株予約権等の状況　①　スト

ックオプション制度の内容」に記載

のとおりであります。

新株予約権４種類（新株予約権の数

63,375個（普通株式111,500

株））。

なお、新株予約権の概要は「第４　

提出会社の状況　１　株式等の状況　

(2）新株予約権等の状況　①　スト

ックオプション制度の内容」に記載

のとおりであります。

（１株当たり情報）

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社は非上場であるため期

中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

前事業年度（自　2022年９月１日　至　2023年８月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（中間財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

当中間会計期間
（自2024年９月１日

至2025年２月28日）

給料及び手当 131,655千円

賞与引当金繰入額 32,660千円

（中間損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

当中間会計期間
（自2024年９月１日

至2025年２月28日）

現金及び預金勘定 1,804,045千円

預入期間が３か月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 1,804,045

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

2024年11月28日
定時株主総会

普通株式 120,000 30 2024年８月31日 2024年11月29日 利益剰余金

（株主資本等関係）

当中間会計期間（自2024年９月１日　至2025年２月28日）

１．配当金支払額

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

３．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当中間会計期間（自2024年９月１日　至2025年２月28日）

　当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね

単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、注記の記載を省略しております。
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当中間会計期間
（自2024年９月１日

至2025年２月28日）

１株当たり中間純利益 72円15銭

（算定上の基礎）

中間純利益（千円） 288,606

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純利益（千円） 288,606

普通株式の期中平均株式数（株） 4,000,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間純利益の算定に含め

なかった潜在株式で、前事業年度末から

重要な変動があったものの概要

－

（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、当社は非上場である

ため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

　該当事項はありません。

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額

（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産

建物 26,305 5,676
449

(156)
31,532 18,906 5,643 12,626

構築物 76 － － 76 76 － －

工具、器具及び備品 32,520 7,872
731

(490)
39,662 27,874 4,972 11,787

リース資産 5,807 － － 5,807 967 967 4,839

建設仮勘定 9,075 9,075 － 18,150 － － 18,150

有形固定資産計 73,784 22,624
1,180

(647)
95,227 47,824 11,583 47,403

無形固定資産

ソフトウエア 17,521 3,250 － 20,771 12,827 3,775 7,943

ソフトウエア仮勘定 － 4,400 3,575 825 － － 825

リース資産 9,311 － － 9,311 6,540 831 2,770

無形固定資産計 26,832 7,650 3,575 30,907 19,368 4,606 11,539

長期前払費用 1,615,806 408,706
55,980

(37,411)
1,968,532 1,045,928 232,297 922,604

【有形固定資産等明細表】

　（注）１．当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

長期前払費用　永代供養墓建立費　408,706千円

２．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

銘柄 発行年月日
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率（％） 担保 償還期限

みずほ銀行

第１回期限前償還条件付無担保

社債

2020年６月30日
20,000

(10,000)

10,000

(10,000)
0.16 － 2025年６月30日

合計 －
20,000

(10,000)

10,000

(10,000)
－ － －

１年以内（千円）
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

10,000 － － － －

【社債明細表】

　（注）１．（　）内書きは１年以内の償還予定額であります。

２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定のリース債務 1,973 1,976 1.01 －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 8,378 6,401 1.01 2029年８月７日

合計 10,351 8,378 － －

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

リース債務 1,979 1,981 1,372 1,068

【借入金等明細表】

　（注）１．平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は

以下のとおりであります。

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）

（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 30,268 － － － 30,268

賞与引当金 14,808 124,542 14,808 － 124,542

役員退職慰労引当金 12,506 － － － 12,506

移設支援費用引当金 － 23,850 － － 23,850

【引当金明細表】

【資産除去債務明細表】

　該当事項はありません。
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区分 金額（千円）

現金 420

預金

普通預金 1,970,535

小計 1,970,535

合計 1,970,955

相手先 金額（千円）

宗教法人　達磨寺 4,110

宗教法人　大信寺 3,840

宗教法人　浄安寺 3,653

株式会社まごころ価格ドットコム 574

株式会社ライフカラーズ 199

株式会社キノヤマ 60

合計 12,437

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

(A) ＋ (B)
　

× 100

(A) ＋ (D)

２

(B)

366
　

7,197 115,461 110,222 12,437 89.9 31.1

区分 金額（千円）

貯蔵品

墓誌等 8,681

その他 1,226

合計 9,907

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ．現金及び預金

ロ．売掛金

相手先別内訳

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

ハ．貯蔵品

2025/05/22 9:17:41／25234784_株式会社エータイ_有価証券届出書（新規公開）

- 95 -



相手先 金額（千円）

有限会社ガラス工房デュー 2,065

髙崎石材工業株式会社 1,833

株式会社菊池字彫 1,779

株式会社アースネット 1,571

有限会社荻原石材店 1,310

いずみ産業株式会社 1,245

株式会社アトミ 571

株式会社まごころ価格ドットコム 349

その他 1,062

合計 11,789

区分 金額（千円）

未払法人税 118,948

未払住民税 11,317

未払事業税 53,798

合計 184,064

②　負債の部

イ．買掛金

相手先別内訳

ロ．未払法人税等

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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事業年度 毎年９月１日から翌年８月31日まで

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３ヵ月以内

基準日 毎事業年度末日

株券の種類 －

剰余金の配当の基準日
毎年２月末日

毎年８月末日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え　（注）１．

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 －

単元未満株式の買取り

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店（注）１．

買取手数料 無料（注）２．

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子

公告は当社のホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりです。

https://a-tie.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

第６【提出会社の株式事務の概要】

　（注）１．当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債・株式等の振替に関する法律第128条第１項に

規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。

２．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手

数料相当額として別途定める金額」に変更されます。

３．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない

旨、定款に定めております。

(１）会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利

(２）取得請求権付株式の取得を請求する権利

(３）募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　該当事項はありません。
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第四部【株式公開情報】

第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
　該当事項はありません。

項目 新株予約権④

発行年月日 2024年４月16日

種類 第４回新株予約権（ストックオプション）

発行数 普通株式　15,250株

発行価格
1,316円

（注）３

資本組入額 658円

発行価額の総額 20,069,000円

資本組入額の総額 10,034,500円

発行方法

2024年４月15日開催の臨時株主総会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の

規定に基づく新株予約権の付与（ストックオ

プション）に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約 （注）２

新株予約権④

行使時の払込金額 １株につき1,316円

行使期間
2026年４月16日から

2034年４月15日まで

行使の条件

「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　

１　株式等の状況　(2）新株予約権等の状況　

①　ストックオプション制度の内容」に記載

のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する

事項
同上

第２【第三者割当等の概況】

１【第三者割当等による株式等の発行の内容】

　（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」

という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第272条の規定において、

新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬と

して新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員

等との間で報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に

係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書

類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2）当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理

の取消しの措置をとるものとしております。

(3）当社の場合、基準事業年度の末日は、2024年８月31日であります。

２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬と

して割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行

う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額について、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシ

ュ・フロー法）により算出された価格であります。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであ

ります。
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取得者の氏名又は
名称

取得者の住所
取得者の職業及び
事業の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会
社との関係

細矢　祐輔 － 会社役員 2,500
3,290,000

(1,316)

特別利害関係者等

（当社の監査役）

当社従業員18名 － 会社員 12,750
16,779,000

（1,316）
当社の従業員

２【取得者の概況】

新株予約権④

2024年４月15日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行

　（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者はおりません。

２．2025年５月15日の当社取締役会で、2025年５月31日付で退職事由に基づき、当社従業員１名、250株の新株

予約権の取得を行うこと、並びに2025年６月26日を効力発生日とする取得した自己新株予約権の消却を行う

ことを決議いたしました。

３【取得者の株式等の移動状況】

　該当事項はありません。
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氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

株式（自己株式を
除く。）の総数に
対する所有株式数
の割合（％）

樺山　伸一（注）４．５． 東京都練馬区 2,400,000 58.37

株式会社エージーアイ（注）５．６． 東京都練馬区石神井台四丁目18番２号 1,200,000 29.19

樺山　玄基（注）３．５． 東京都渋谷区 400,000 9.73

森　英之（注）８． －
18,000

(18,000)

0.44

(0.44)

山本　守（注）11． －
15,000

(15,000)

0.36

(0.36)

田中　佑治（注）７． －
11,750

(11,750)

0.29

(0.29)

－（注）10． －
6,000

(6,000)

0.15

(0.15)

和田　圭史（注）11．12． －
5,000

(5,000)

0.12

(0.12)

－（注）10． －
5,000

(5,000)

0.12

(0.12)

－（注）10． －
4,000

(4,000)

0.10

(0.10)

－（注）10． －
3,000

(3,000)

0.07

(0.07)

－（注）10． －
3,000

(3,000)

0.07

(0.07)

－（注）10． －
3,000

(3,000)

0.07

(0.07)

細矢　祐輔（注）８． －
2,500

(2,500)

0.06

(0.06)

－（注）10． －
2,500

(2,500)

0.06

(0.06)

－（注）10． －
2,500

(2,500)

0.06

(0.06)

宇賀神　建一（注）９． －
2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

－（注）10． －
2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

－（注）10． －
2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

－（注）10． －
2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

－（注）10． －
2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

－（注）10． －
2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

所有株式数1,000株の株主５名

（注）10．
－

5,000

(5,000)

0.12

(0.12)

所有株式数500株の株主23名

（注）10．
－

11,500

(11,500)

0.28

(0.28)

第３【株主の状況】
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氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

株式（自己株式を
除く。）の総数に
対する所有株式数
の割合（％）

所有株式数250株の株主７名

（注）10．12．
－

1,750

(1,750)

0.04

(0.04)

計 －
4,111,500

(111,500)

100.00

(2.71)

　（注）１．()内の数字は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

２．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま

す。

３．特別利害関係者等（当社の代表取締役社長）

４．特別利害関係者等（当社の代表取締役社長の二親等内の血族）

５．特別利害関係者等（大株主上位10名）

６．特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）

７．特別利害関係者等（当社の取締役）

８．特別利害関係者等（当社の監査役）

９．当社の執行役員

10．当社の従業員

11. 当社の元取締役

12. 2025年５月15日の当社取締役会で、2025年５月31日付で退職及び業務委託契約終了事由に基づき、当社の元

取締役及び従業員の合計２名、5,250株の新株予約権の取得を行うこと、並びに2025年６月26日を効力発生

日とする取得した自己新株予約権の消却を行うことを決議いたしました。
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独立監査人の監査報告書

2025年５月19日

株式会社エータイ

取締役会　御中

和泉監査法人

東京都新宿区

代表社員

業務執行社員
公認会計士 加藤　雅之

代表社員

業務執行社員
公認会計士 石田　真也

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社エータイの2022年９月１日から2023年８月31日までの第19期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ

た。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

エータイの2023年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券届出書第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の

情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、そ

の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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独立監査人の監査報告書

2025年５月19日

株式会社エータイ

取締役会　御中

和泉監査法人

東京都新宿区

代表社員

業務執行社員
公認会計士 加藤　雅之

代表社員

業務執行社員
公認会計士 石田　真也

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社エータイの2023年９月１日から2024年８月31日までの第20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につい

て監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

エータイの2024年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券届出書第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の

情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、そ

の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年５月19日

株式会社エータイ

取締役会　御中

和泉監査法人

東京都新宿区

代表社員

業務執行社員
公認会計士 加藤　雅之

代表社員

業務執行社員
公認会計士 石田　真也

業務執行社員 公認会計士 大橋　徹也

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エータ

イの2024年９月１日から2025年８月31日までの第21期事業年度の中間会計期間（2024年９月１日から2025年２月28日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記につい

て期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、株式会社エータイの2025年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められ

なかった。

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその

他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（有価証券届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。

中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸

表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務

諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日

までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が

ある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していない

と信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかど

うかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

2025/05/22 9:17:41／25234784_株式会社エータイ_有価証券届出書（新規公開）

- 108 -



株式会社プロネクサス　印刷

新
株
式
発
行
並
び
に
株
式
売
出
届
出
目
論
見
書
【
2
0
2
5
年
5
月
】

株
式
会
社
エ
ー
タ
イ


	20250602 新規公開株式の契約締結前交付書面
	369A エータイ（第1回訂正目論見書）_合冊版
	新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分
	表紙
	目次
	中表紙
	第一部【証券情報】
	第１【募集要項】
	１【新規発行株式】
	２【募集の方法】
	３【募集の条件】
	４【株式の引受け】
	５【新規発行による手取金の使途】

	第２【売出要項】
	１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
	２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
	３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
	４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

	【募集又は売出しに関する特別記載事項】

	第二部【企業情報】
	第１【企業の概況】
	１【主要な経営指標等の推移】
	２【沿革】
	３【事業の内容】
	４【関係会社の状況】
	５【従業員の状況】

	第２【事業の状況】
	１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
	２【サステナビリティに関する考え方及び取組】
	３【事業等のリスク】
	４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
	５【経営上の重要な契約等】
	６【研究開発活動】

	第３【設備の状況】
	１【設備投資等の概要】
	２【主要な設備の状況】
	３【設備の新設、除却等の計画】

	第４【提出会社の状況】
	１【株式等の状況】
	２【自己株式の取得等の状況】
	３【配当政策】
	４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

	第５【経理の状況】
	１【財務諸表等】
	（１）【財務諸表】
	（２）【主な資産及び負債の内容】
	（３）【その他】


	第６【提出会社の株式事務の概要】
	第７【提出会社の参考情報】
	１【提出会社の親会社等の情報】
	２【その他の参考情報】


	第四部【株式公開情報】
	第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
	第２【第三者割当等の概況】
	１【第三者割当等による株式等の発行の内容】
	２【取得者の概況】
	３【取得者の株式等の移動状況】

	第３【株主の状況】

	［監査報告書］


